
栗東市固定資産台帳整備検討会議報告（まとめ）

I. 固定資産台帳の必要性 III. 検討会議の経過

総務省は、平成27年1月23日に各地方自治体に通知した「統一的な
基準による地方公会計の整備促進について」のなかで、財政のマネジ
メント強化のためには統一的な基準による財務書類等の作成が重要で
あり、財務書類の作成に必要な情報を備えた固定資産台帳を整備する
必要があるとしている。
これを受けて本市では、今後の新地⽅公会計制度に基づく財務書類

への反映や公共施設等の資産の把握・管理に活⽤するため、平成27年
3月末時点の固定資産台帳を整備し、平成28年度以降の固定資産台帳
を更新するための「栗東市固定資産評価基準書【運用(案)】（以下
「基準書(案)」）や「栗東市固定資産台帳更新マニュアル(案)」 （以
下「マニュアル(案)」）の検討を⾏うこととした。

背 景

あるべき姿

・栗東市固定資産台帳整備検討会議設置要綱に基づき会議
主旨及び検討の必要性等の説明。

・固定資産台帳の概要と昨年度整備した内容の説明。

・今年度作業部会で検討すべき事項の説明。

第１回 検討会議（合同）

（平成28年11月9日）

参加：４３名

・昨年度整備した固定資産台帳の説明。

・固定資産台帳更新作業の概要説明。

・今年度作業部会で検討すべき事項とスケジュール等の説明。

第１回 作業部会
（平成28年11月28日）

参加：２６名

・「マニュアル(案)」「台帳様式」の説明とこれに対する課
題抽出。

・意⾒交換。

・固定資産台帳の更新作業⽅法案の説明。

・更新作業にあたり想定される問題点の洗い出しと意⾒交換。
（対象：⽐較的毎年作業が⽣じると想定される部署）
〔道路・河川課、⽣活交通課、危機管理課、農林課、住宅課、教育総務課〕

II. 財産に関する調書との比較

平成27年度末時点で調査し整備した固定資産台帳データを元に、集計を⾏い財産に関
する調書の数値と比較した。

IV. 固定資産の主な区分

第２回 作業部会・個別
（平成28年12月19日）

参加：９名

第３回 作業部会
（平成29年1月20日）

参加：２６名

（平成27年度 財産に関する調書との数量⽐較）

固定資産台帳は、地方公会計の補助簿として、また財政マネジメン
トの強化のためにも管理・運用していくことが非常に重要であり、地
方公会計で作成する「貸借対照表」や「財産に関する調書」と数値が
連動して更新が⾏われるための仕組みを構築する必要がある。

最新状態を保持した固定資産台帳は、今後、将来世代と現世代の負
担公平性に関する情報や施設別・事業別等のセグメント別の財務情報
をあわせて⽰すことにより、個別の⾏政評価や予算編成、公共施設の

⽼朽化対策等に係る資産管理等といった活⽤が⾒込まれ、⺠間事業者

によるPPP／PFI事業への参入促進にもつなげられる。
第２回 検討会議（合同）

（平成29年3月3日）

参加：２９名

・作業部会の経過と検討結果の報告。
・検討会議のまとめの説明。
・「基準書(案)」「マニュアル(案)」「台帳様式」の提示
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公共用財
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土地（地積） 木造建物（延面積） 非木造建物（延面積） 延床面積計

区分

その他行

政機関

＜土地の地積の主な差＞
・警察（消防施設）
→市単独所有土地以外（湖南広域⾏政組合南消防署（栗東市、草津市、守山市、野洲市の共同組合））等を除外した
ことにより減少。

・学校
→各学校の敷地を精査したことにより、『財産に関する調書』の地積と公簿地積との差による減少。

・公園
→各公園の敷地を精査したことにより、『財産に関する調書』の地積と公簿地積との差による増加。

・その他の施設（公共用財産）
→未計上であった⼟地（東部地区⼯業⽤地（六地蔵１外）等）を含んだことにより増加。

＜建物の延床面積の主な差＞
・ 警察（消防施設）
→市単独所有建物以外（湖南広域⾏政組合南消防署、湖南広域⾏政組合南消防署出張所（⾦勝)）等を除外したこと
により減少。

数量 評価額

事業⽤資産（庁舎⽤地、学校⽤地など）、インフラ資産（道路⽤

地、河川など）の土地。

※維持管理が地元であっても市名義のものは含む。

建物 新築、増改築等の建物（庁舎、学校など）。 374棟 11,548,403,706円

工作物

建物附属設備（エレベータ、空調設備、電気設備など）、舗装路

⾯、道路付帯設備（ガードレール、カーブミラー、道標、街路灯

等）、緑化施設、競技場用運動場等の工作物。

5,371件 933,704,233円

物品
原則として取得価額または⾒積価格が50万円（美術品は300万

円）以上の物品。
308件 294,466,313円

用益物権 地上権、借地権等の用益物権。 0件 0円

無体財産権 特許権、著作権等の無体財産権。 0件 0円

ソフトウェア
財務会計システム、税務システム、住⺠基本台帳システム等、市独

自で開発したソフトウェア。
14件 273,051,277円

合計

16,443筆

372棟
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60,524,457,732円

有

形
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事業用資産：1,649筆

インフラ資産：14,502筆

事業用資産：34,793,845,445円

インフラ資産：12,680,986,758円

参考（平成27年度）
内容区分資産



V. 検討結果

VI. 今後の進め方

�平成28年度異動分から、「基準書」、「マニュアル」等に基づき運⽤開始する。
�異動報告作業時に新たな課題が出た場合については、都度対応策を検討して対応し、

次年度更新作業までに適宜、「マニュアル」等への反映を検討・変更する。
�「管理規則」への反映等を⾏う。

固定資産台帳を整備するにあたり、「基準書(案)」「マニュアル(案)」「台帳様
式」等を提⽰するなかで、計上対象となる固定資産や評価⽅法の確認、更新に必要

な作業内容等の調査・検討を⾏った。

■建設仮勘定について
道路整備など複数年に渡って整備される固定資産については、建設仮勘定として計上。

更新スケジュール（案）

■土地
事業⽤資産（庁舎⽤地、学校⽤地など）、インフラ資産（道路⽤地、河川など）の

土地が対象。これらに売買、寄付、帰属、所管換等の異動があった場合は、⼟地台帳
（集計表、内訳表）に計上。
また、取得価格は当該資産の取得にかかる直接的な対価のほか、「企業会計原則」

第三－五－Ｄ（有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付
随費用を含める。）に準拠して、原則として当該資産の購入のための費⽤（測量費、
造成費、不動産鑑定費⽤、登記費⽤、印紙代等）等の付随費用を含む。

■建物
建物（庁舎、学校など）が対象。これらに新築、増改築、解体等の異動があった場

合は、建物台帳（集計表、内訳表）に計上。

■工作物
建物附属設備（エレベーター、空調設備、電気設備など）、舗装路⾯、道路付帯設
備（ガードレール、カーブミラー、道標、街路灯等）、緑化施設、競技場⽤運動場等
の工作物が対象。これらに新築、売買、寄付、除却等の異動があった場合は、⼯作物
台帳に計上。
※耐⽤年数が異なる資産は別計上。例えば、道路の場合、路床（耐⽤年数：50年）と路盤、
基層・表層（耐⽤年数：10年）で耐⽤年数が異なるため別計上する。

■物品
総務省「資産評価及び固定資産台帳整備の⼿引き」（以下「手引き」）に基づき50

万円以上の物品が対象。これらに売買、寄付、除却等の異動があった場合は、物品台
帳に計上。
※本市における重要物品は、栗東市財務規則第105条第2項の規定では「購入価格又は評

定価格が30万円以上の物品」が対象となっている。

■ソフトウェア
財務会計システム、税務システム、住⺠基本台帳システム等で、本市が所有するソ

フトウェアが対象。これらに有償取得、寄付、売却、所管換等の異動があった場合は、
無形固定資産台帳（ソフトウェア）に計上。

■リース資産
「手引き」27段に示されているとおり、以下のような「重要性の乏しいもの」は計
上対象外。

①重要性が乏しい償却資産について、購⼊時に費⽤処理する⽅法が採用されてい
る場合で、リース料総額が当該基準以下（別途市が資産購⼊時に費⽤処理する
⾦額を定めた額以下）のリース取引

②リース期間が１年以内のリース取引
③当該地方公共団体の活動において重要性の乏しいものでリース契約１件あたり
のリース料総額が３００万円以下のリース取引（「手引き」27段より抜粋）

■資本的支出と修繕費について
償却資産に対して修繕等を⾏った場合は、修繕等に係る⽀出が当該償却資産の資産

価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められるかどうかを判断し、認
められる場合は、その部分に対応する⾦額を資本的⽀出として計上。

概要

検討結果

■各種台帳
固定資産台帳を更新するにあたり、台帳については、
栗東市公有財産管理規則（以下「管理規則」）で定めら
れている各種台帳様式（様式第2号~第6号）を活用した。
ただし、管理が必要な項目の追加や工作物台帳、物品
台帳、無形固定資産台帳など、既存にはない台帳を新設
した。

■固定資産台帳更新マニュアル

固定資産台帳を更新するにあたり、台帳に記載する
項目の解説や、更新について具体の⽅法を記載した、
「マニュアル(案)」を作成した。

台帳（集計表・内訳表）

固定資産台帳更新マニュアル(案)

台帳及びマニュアル作成

平成28年3月31日までの所謂固定資産台帳開始時における取得価格の算定について
は、「手引き」に準拠し、過去の工事単価等を参考に再調達価格を算定し計上できる
等の特例措置を採用する。開始後に当たる平成28年4月1⽇以降の異動に関する取得
価格については、「基準書」等 に基づき、実際に掛かった取得価格（付属費用等も
含まれる）で算定し計上する。

平成28年3月31日までと平成28年4月1⽇以降の取得価格算定⽅法の違い

■固定資産評価基準書【運用】
固定資産台帳を更新するにあたり、⼿引きを本市の
現状に合わせて「基準書(案)」としてとりまとめた。



栗東市業務継続計画策定の流れ 

 

 

 １．栗東市業務継続計画（素案）の取りまとめ (28.11.18) 

 

 ２．計画策定についての決裁         (29.1.4) 

 

 ３．計画策定について総合調整会議で報告   (今回) 

 

 (平成 29 年度) 

４．庁内各課への意見照会          

    組織の変更に伴う各課業務の（素案）修正を行った後意見照会をする。 

意見照会は非常時優先業務 （災害応急対策業務及び優先通常業務）

決定のための、各業務の優先度の確認を中心に行う 

 

 ５．各課意見の取りまとめ及び計画（原案）の策定 

 

６．総合調整会議で計画（原案）の審議 

 

７．議会説明会で計画（原案）の説明 

 

８．計画（原案）を栗東市業務継続計画として決定する 

 

９．栗東市業務継続計画の公表 

 

１０．庁内各課に業務継続計画に基づき、所管する業務について個別・具体

的な「非常時優先業務マニュアル」の策定を指示 

 

１１．ＰＤＣＡサイクルによる。計画の定期的な点検の実施及び継続的な改

善の実施 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗 東 市 業 務 継 続 計 画 
 

                （素 案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 ９ 年  月 
 

栗 東 市 

 

 

 

 



 

《 目   次 》 

 

第１章 業務継続計画の概要 

   １．業務継続計画（BCP）とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1 

２．業務継続計画策定の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

３．業務継続計画の必要性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

４．業務継続計画の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

５．地域防災計画と業務継続計画との関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ３ 

６．業務継続計画の発動と解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

 

第２章 前提とする災害と被害想定 

   １．被害想定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

２．本庁舎およびその他の公共施設の被害状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 

３．交通機能およびインフラの状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 

 

第３章 非常時優先業務 

   １．非常時優先業務の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

２．非常時優先業務の実施方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

３．非常時優先業務の選定及び優先基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ９ 

４．非常時優先業務の選定結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

 

第４章 職員体制 

   １．職員の勤務態勢の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

２．指揮命令系統の確立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

３．職員の参集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １２ 

４．参集職員の把握及び安否確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １４ 

５．職員の家族の安否確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １４ 

 



 

第５章 非常時優先業務実施のための業務執行環境の整備 

   １．各種情報システムの維持、復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

２．通信手段の確保および災害情報の収集、発信 ・・・・・・・・・・・・・・・  １５ 

３．職員の非常用食料、飲料水等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５ 

４．資機材等の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １６ 

５．電力の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １６ 

 

第６章 今後の取り組み 

   １．計画の点検、検証、見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

２．職員に対する研修、訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １８ 

３．非常時優先業務を遂行するためのマニュアル等の整備・・・・・・・・・・・・  １８ 

 

第７章 非常時優先業務一覧 

   １．災害応急対策業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

２．優先通常業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２４ 

 

 

 

 

  



1 
 

第１章 業務継続計画の概要 

１．業務継続計画（BCP）とは 

 大規模災害が発生した場合には、市民の生命、身体及び財産だけでなく、市の行政機能も

被害を受ける可能性が高いため、平常時の人員と執務環境を前提として業務を行うことは出

来ない。これにより業務が中断すると、市民生活や社会経済活動に重大な影響が生じる。 

業務継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）とは、人、施設、資機材、情報及び

ライフライン等利用できる資源に制約がある状況下において、災害時における応急復旧業務

に加え、通常業務のうち中断ができない又は中断しても早期復旧を必要とする業務を「非常

時優先業務」としてあらかじめ特定しておき、大規模な災害時にあっても、適切な業務執行

を行うための計画である。 

 

    

   発災後に市町村が実施する業務の推移 

 

 

出典：「市町村のための業務継続計画作成ガイド」平成２７年５月 内閣府（防災担当） 
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２．業務継続計画策定の目的 

 大規模災害発生時に、市が行う業務の内、応急・復旧対策事業に加え、通常業務のうち中

断できない、また、中断しても早期復旧する必要がある業務を、非常時優先業務として実施

する体制を確保するために、事前に必要な資源の準備や対応方針を定め、かつ復旧を早める

ことを目的とする。 

 

３．業務継続計画の必要性 

  東日本大震災クラスの巨大地震など、大規模災害が発生した場合には、行政自身も被災し、

人員や物資・ライフライン、情報、通信が制約を受ける可能性が高いため、平常時の人員と

執務環境を前提とした業務を行うことは出来ない。しかし、業務が中断すると、住民の生命・

生活及び社会経済活動に大きな支障が生じる。 

  したがって、行政は迅速かつ的確な応急対策を講じつつ、優先すべき行政機能を確保する

必要があり、あらかじめ災害に備え必要な資源の準備や対応方針・手段を定める業務継続計

画を策定しておくことが求められている。 

 

４．業務継続計画の基本方針 

（１）職員の防災意識の向上と防災対策の推進 

災害時であっても応急対策へスムーズに対応できるように、職員の防災意識の向上およ

び防災対策の推進を図る。 

 

（２）災害応急対策業務 

  災害による被害を 小限にとどめるため、栗東市地域防災計画に定められた災害応急対

策を効率的に遂行する。 

 

（３）優先通常業務の継続および早期再開 

市の業務が中断することによる市民生活や経済活動等への影響を 小限にとどめるため、

被災時にも中断が許されない通常業務の継続および早期再開に努める。 

 

（４）人員および庁舎等の確保 

  非常時優先業務の継続に必要な人員の確保および庁舎、電力通信等の執行環境の確保に

努める。 

 

（５）非常時優先業務以外の業務の停止または縮小 

  非常時優先業務の継続を図るため、非常時優先業務以外の業務については、積極的に停

止または縮小する。 

 

（６）継続的な改善への取組 

  訓練等を通じて問題点や課題点を把握し、継続的に是正すべきところを改善していく。 
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５．地域防災計画と業務継続計画との関係 

栗東市地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条に基づき、栗東市防災会議が作成する計

画であって、栗東市、県、指定地方行政機関等の防災関係機関が、当市の地域における災害

に係る災害予防、災害応急対策および災害復旧を実施することにより、市の地域ならびに住

民の生命、身体および財産を災害から守ることを目的とした計画である。 

一方、「栗東市業務継続計画」は、市庁舎や職員が被災することを前提に、制約が伴う状況

下にあっても、業務資源を確保することで、栗東市地域防災計画で定めた市が行うべき業務や

非常時優先業務が遂行できるよう、その具体的手順を定めるものである。 

 

地域防災計画と業務継続計画との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域防災計画 業務継続計画 

計画の趣旨 

地方公共団体が、発災時または事

前に実施すべき災害対策に係る実

施事項や役割分担等を規定するた

めの計画である。 

発災時の限られた必要資源を基

に、非常時優先業務を目標とする

時間・時期までに実施できるよう

にするための計画である。 

行政の被災 
行政の被災は、特に想定する必要

がない。 

庁舎、職員、電力、情報システム、

通信等の必要資源の被災を評価

し、利用できる必要資源を前提に

計画を策定する。 

対象となる業務 

災害対策に係る業務（予防業務、

応急業務、復旧・復興業務）を対

象とする。 

非常時優先業務を対象とする（応

急業務だけでなく、優先度の高い

通常業務も含まれる）。 

業務開始 

目標時間 

業務開始目標時間は定める必要は

ない。 

非常時優先業務ごとに業務開始目

標時間を定める必要がある。 

業務に従事する

職員の飲料水・食

料等の確保 

業務に従事する職員の飲料水・食

料、トイレ等の確保に係る記載は、

必要ない。 

業務に従事する職員の飲料水・食

料、トイレ等の確保について検討

の上、記載する。 
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非常時優先業務のイメージ 

 

出典：「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」 

内閣府 平成２２年４月  

 

６．業務継続計画の発動と解除 

（１）計画の発動基準 

  本計画は、以下に述べる災害等の事象に伴って発動することとする。 

・地震 

 震度６弱以上 

  市内で震度６弱以上の地震が発生した場合、災害対策本部の設置と併せて発動する。 

 

 震度５強以下 

  市内で震度５強以下の地震が発生した場合は、被害状況に応じ災害対策本部が設置された

場合、災害対策本部の設置と併せて発動する。 

 

・風水害など、地域防災計画に規定する災害（地震以外） 

  被害状況に応じ災害対策本部が設置された場合、災害対策本部の設置と併せて発動する。 
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（２）発動権限者 

  本計画の発動権限者は、栗東市災害対策本部長（以下「本部長」という。）とするが、

大規模災害時に責任者の安否が不明の場合であっても、迅速かつ適切に意志決定するた

め、あらかじめ以下のとおり事案決定の代行順位を定める。 

 

本計画発動権限者の代行順

位 

第 1 位 副市長 

第 2 位 教育長 

第 3 位 危機管理監 

第 4 位 危機管理担当理事（財政担当） 

第５位 危機管理担当理事（総務担当） 

第６位 初動期総括責任者の危機管理監を代理する、防災担

当責任者 

これ以降については、部長級を条件に災害時の業務負荷等

を考慮して代行者を設定する。 

 

（３）計画の終結基準 

  災害応急対策がおおむね完了したと災害対策本部長が認めたときに、本計画の終結を

宣言するものとする。 
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第２章 前提とする災害と被害想定 

 本市で起こりうる大規模災害として、広域的に多数の市町で被害が発生し、大量の人的・

物的被害をもたらす災害類型は、大別すれば断層帯を震源とする地震災害と１級河川、特に

野洲川の氾濫を起因とする水害の２つである。 

この大規模災害のうち、事前予知が困難であり、かつ被害が も大きいとされる、「地震」

の被害想定で、業務継続計画を策定する。 

１．被害想定 

 平成２６年３月に滋賀県が公表した地震被害想定において、栗東市に も大きい被害を及
ぼすとされる「琵琶湖西岸断層地震」のうち、南部からの断層破壊を仮定した揺れによる被
害を想定被害とする。 

 滋賀県が公表した本市の被害想定（平成２６年３月） 

項    目 被害想定 

震

度 
大震度 ７ 

建

物

被

害 

全壊棟数 １，９３９棟  

半壊棟数 ５，１２７棟 

全焼棟数 

夏 正午 － ※ 

冬 夕方 － 

冬 深夜 － 

人

的

被

害 

死者数 

（ ）は家具転倒等 

夏 正午 ７０人    （１１） 

冬 夕方 １０１人    （１１） 

冬 深夜 １１０人    （１３） 

負傷者数 

（ ）は家具転倒等 

夏 正午 ７８３人   （１４６） 

冬 夕方 ９９６人   （１４６） 

冬 深夜 １，２０７人   （１７８） 

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

機

能

支

障 

停電件数 

（ ）は停電率 

地震直後 ３５，１８２件   （９２％） 

1 日後 １８，５３４件   （４９％） 

2 日後 １０，３１６件   （２７％） 

3 日後 ５，８０５件   （１５％） 

1 週間後 １０７件    （０％） 

断水人口 

（ ）は断水率 

地震直後 ５２，６７８人   （８３％） 

1 日後 ５１，９７３人   （８２％） 

2 日後 ５０，７７０人   （８０％） 

3 日後 ４９，２７４人   （７７％） 

1 週間後 ４１，８８９人   （６６％） 

1 ヶ月後 ９，８３３人   （１５％） 

2 ヶ月後 ９８４人    （２％） 

3 ヶ月後 ８５人    （０％） 
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 ※ －（ハイフン）はごくわずか（数値計算上 5 未満）であることを示す 

 ※ 避難所生活者とは、自宅での炊事が困難なこと等により、避難所で飲料水・食料を受け取り自

宅で就寝する者を含む人数 

※ 全避難者とは、知人・親戚宅もしくは賃貸住宅等での避難生活者を含む人数  

 

２．本庁舎およびその他の公共施設の被害状況  【 ※ 作成ガイド 重要 6 要素 （２） 】 

 想定される地震において、市役所庁舎が使用不能となるような被害は発生しないと想定

しているが、本庁舎についてはキャビネットおよびロッカーの転倒や書籍等の散乱により、

片付け等に半日程度要すると仮定する。また新たに建設する危機管理センターには被害は

発生せず、他の公共施設についても、新耐震基準以降に建築された施設および耐震補強を

している施設については、市庁舎と同様半日程度を片付けに要するが使用は可能と想定す

る。 

 なお、市役所機能の代替え拠点としては、総合福祉保健センターを位置付けする。 

 

３．交通機能およびライフラインの状況 

（１）道路 

  ・倒壊建物やブロック塀等道路沿いの建物や構造物の散乱等により、震度 6 弱以上の

地域では交通支障が発生すると想定する。 

  ・橋梁、盛土、切土、斜面の被害による交通支障が発生すると想定する。 

  ・国道、県道では、発災後直ちに交通規制が実施され、主要道路は 3 日後を目途に道

路の応急復旧が開始され、迂回路の設定が行われるものと想定する。 

（２）鉄道 

  ・JR びわこ線および草津線で複数箇所の被害発生を想定する。なお、被害箇所の調査、

点検作業ののち、応急復旧が開始され 3 日目に復旧するものと想定する。 

（３）電力 

  ・2 時間後を目途に復旧作業が開始され、全ての復旧に 1 週間程度かかると想定する。 

・危機管理センターおよびそこより電力供給を受ける本庁舎部分は、非常用電源が使

用できる。 

（４）上下水道 

・市内全域の復旧にはそれぞれ 30 日程度かかると想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所生活者 ※ 

（ ）は全避難者 ※ 

1 日後 4 ３，９８７人 （６，６４５） 

3 日後 ６，５８６人（１１，９７４） 

1 週間後 ８，５５９人（１７，１１７） 

1 ヶ月後 ２，８５４人 （９，５１４） 
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第３章 非常時優先業務 【 ※ 作成ガイド 重要 6 要素 （６） 】 

１．非常時優先業務の考え方 

 本計画で定める非常時優先業務とは、災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い復旧業

務のほか、業務継続の優先度の高い優先通常業務が対象となる。発災後しばらくの間は、各

種の必要資源を非常時優先業務に優先的に割り当てるために、非常時優先業務以外の通常業

務は積極的に休止するか、又は非常時優先業務の継続の支障とならない範囲で業務を実施す

る。 

 （１）災害応急対策業務 

栗東市地域防災計画に定めている災害応急対策計画で規定する、災害対策本部の分担

任務を「災害応急対策業務」とする。 

 

 （２）優先通常業務 

各課の通常業務のうち、災害時であっても市民の生命、生活および財産の保護ならび

に社会経済活動を維持する観点から評価を実施した業務優先度の高い通常業務を「優先

通常業務」とする。 

 

２．非常時優先業務の実施方針 

 （１）市民の命を守る業務を 優先で実施する。 

発災直後の職員や燃料等の資源が不足する状況では、膨大な災害対応業務を一斉に開

始するのではなく、救命救急活動や避難所開設等の市民の生命・生活にかかわる業務を

優先で実施する。その後、順次相談窓口の設置や罹災証明発行等の生活再建支援業務

を実施する。 

 

 （２）ライフライン維持のための業務は災害時でも継続する。 

   上水道・下水道およびゴミ処理については、市民生活に直結するライフラインである

ため、その機能維持または機能復旧に全力を投入する。 

   また、被災後、市民が日常生活を取り戻すための活動を速やかに進めるためには、学

校や幼稚園、保育園等の社会環境の復旧も重要となる。このような市民の復旧活動と密

接な関係にある社会環境については、避難所運営等の非常時優先業務との兼ね合いを適

切に見極めながら、早期再開を目指す。 

 

 （３）通常業務は積極的に休止または縮小する。 

発災直後に生じる避難所運営等の膨大な災害対応業務を迅速かつ的確に実施するため、

平常時に実施している通常業務については、優先度に応じ積極的に休止または縮小する。 

 

 （４）業務遂行に必要となる資源は、選択集中による配分を行う。 

災害時には人的資源をはじめ多くの資源調達に制約がかかり、非常時優先業務で必要

とする燃料や公用車等も、各部局の要求どおりには調達できないことが想定される。そ

のため、非常時優先業務の中でも特に重要なものを洗い出し、これらを効率的に配分す

る。 
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３．非常時優先業務の選定および優先基準 

 （１）業務の評価基準 

 

○非常時優先業務 

評 価 評 価 基 準 

【A】 
発災後直ちに業務に着手しないと、住民の生命・生活および財産、または

都市機能維持に重大な影響を及ぼすため、優先的に対策を講ずべき業務 

【B】 

遅くとも発災後 3 日以内に業務に着手しないと、住民の生命・生活およ

び財産、または都市機能維持に重大な影響を及ぼすため、早期に対策を講ず

べき業務 

【C】 

遅くとも発災後 1 週間以内に業務に着手しないと、住民の生命・生活お

よび財産、または都市機能維持に重大な影響を及ぼすため、対策を講ずべき

業務 

 

○その他通常業務 

評 価 評 価 基 準 

【D】 
発災後 1 週間以上は着手しなくても、中断が住民の生命・生活および財

産、または都市機能維持に直ちに影響を及ぼさないと見込まれる業務 

 

 （２）非常時優先業務の復旧目標の設定 

   非常時優先業務の着手時期とそれぞれの目標復旧時間（発災から復旧までの時間）の

関係は、概ね下表のとおり 

 

段 階 初動対応 即 時 対 応 復 旧 対 応

目標復旧時間 
3 時間以内

１２時間

以 内

２４時間

以 内

３ 日 

以 内 

1 週間 

以 内 

そ れ

以 降

【a】 【b】 【c】 【d】 【e】 【f】 

着 

手 

時 

期 

直ちに着手 

【A】  

3 日以内に着手 

【B】 

 

1 週間以内に着手

【C】 

 

業務継続計画の

対象外【D】 
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４．非常時優先業務の選定結果 

 （１）集計の考え方 

   非常時優先業務とした、「災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い復旧業務」およ

び、「業務継続の優先度の高い優先通常業務」の優先評価 A～C の業務について集計した。 

目標着手時期が 1 週間以上（優先度評価 D）の業務は各部署で把握するものとし、本

計画には記載しない。また、各部署の庶務的業務は省略する。 

 

（２）集計結果 

「応急・復旧業務」の 1 週間以内に実施すべき業務（優先度評価 A～C）の合計は、   

業務で、内訳は「優先順位 A」  業務、「優先順位 B」  業務、「優先順位 C」  業

務である。 

「通常業務」の 1 週間以内に実施すべき業務（優先度評価 A～C）の合計は、   業

務で、内訳は「優先順位 A」  業務、「優先順位 B」  業務、「優先順位 C」  業

務である。 
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第４章 職員体制 

１．職員の勤務態勢の考え方 

 （１）職員の健康管理 

   業務継続計画の発動直後の期間は、長時間の勤務も想定されるため睡眠、休憩、食事

といった時間が不規則になるなど、健康面について負担が通常以上にかかることから、

災害対策本部の指示に沿って、勤務の交代を適宜行う。 

また、過去の大規模災害の例を踏まえ、職員のメンタルヘルスケアを含む健康管理に

ついても、本人や周囲の者が相互に心身の健康のチェックを行う。また、家族との連絡

についても配慮する。 

 

 （２）職員の弾力的な配備の考え方 

   非常時優先業務の規模や必要人員等は被災規模や状況によって変化する。職員の応援

や人員配置については、非常時優先業務を見極めた上で、適切に行う。また、災害に対

応する業務は長時間にわたるため、職員の交代により業務は実施する。 

 

 （３）応援態勢について 

   ① 非常時優先業務に必要な人員が確保出来ない場合は、担当部内で応援職員の配置

を行い、必要に応じて担当部を越えて全庁横断的に調整する。 

   ② 非常時優先業務のうち、資格・業務経験が必要な業務については、当該担当課の

参集状況によって、過去に在籍した職員の応援も考慮する。 

 

２．指揮命令系統の確立 【 ※ 作成ガイド 重要 6 要素 （１）－１ 】 

 市災害対策本部においては、本部長である市長が統括する。ただし、市長が出張等のため

不在または連絡不能の場合は、次の順位により本部長に代わり意志決定を行う。 

 

 

災害対策本部長（市長）の職

務代理者の順序 

第 1 位 副市長 

第 2 位 教育長 

第 3 位 危機管理監 

第 4 位 危機管理担当理事（財政担当） 

第５位 危機管理担当理事（総務担当） 

第６位 初動期総括責任者の危機管理監を代理する、防災担

当責任者 

これ以降については、部長級を条件に災害時の業務負荷等

を考慮して代行者を設定する。 
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３．職員の参集 【 ※ 作成ガイド 重要 6 要素 （１）－２ 】 

 （１）非常配備体制 

                   地域防災計画における活動体制（地震災害） 

 

区分 配備内容 実施責任者 非常配備体制 

警戒 1 号体制 本市で震度４の地震が

発生したとき、災害本部

関係者で情報連絡活動

が円滑に行える態勢と

する。 

危機管理監 全部長級職員、災害対策本部

事務局（各課課長補佐【先に

指名】、危機管理課職員） 

災害警戒本部 本市で震度５弱又は震

度 5 強の地震が発生し

た時 

副市長 本部長  副市長 

副本部長 教育長 

本部員 

全部長級職員、災害対策本

部事務局（各課課長補佐

【先に指名】、危機管理課

職員） 

各 班  

 課長補佐級以上の全職員 

災害対策本部 本市で震度６弱以上の

地震が発生したとき、全

職員が災害活動を行い

うる態勢とする。 

市長 本部長  市長 

副本部長 副市長 

教育長 

統括管理 危機管理監 

本部員 

全部長級職員、消防署長、

消防団長 

各 班 

 全職員 

 

 （２）発災時の対応 

被害想定に合わせ、本計画では「冬の休日昼間 12 時」に発生した場合を想定し、「防

災体制」に基づき、全職員が参集する災害対策本部体制となる。 

なお、職員またはその家族が死傷する場合や休日であるため遠方へ旅行中の場合など

が考えられ、参集できない者、参集が遅れる者が多数生じることが想定される。 
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 （３）参集可能人数の算定 

   災害時における交通機関の運行状況を路線ごとに詳細に想定することは困難なため、

交通機関が全面ストップしていることを想定する。 

   より現実的な職員参集数の推計を行うためには、歩行距離だけでなく、参集困難者も

考慮する必要がある。参集困難者とは、本人または家族の死傷、自宅の被害、自宅近隣

または参集途中における救出・救助活動への従事等のため、参集場所に向かうことがで

きない者とする。 

   また、休日であるため遠方へ旅行中であるなど、自宅以外の場所で被災する場合も考

えられるため、下記のとおり参集困難者の割合を推定し、非常時優先業務遂行に必要な

人員の検討資料とした。 

 

 

発災後日数 参集困難者の割合 

発災当日 ７０％ 

発災 3 日目まで ４０％ 

発災 4 日～7 日目まで ２０％ 

発災 8 日以降 ５％ 

 

 

 （４）課題 

   非常時優先業務として優先度の高かった業務について、必要な職員数および業務に精

通した人材の不足が予想される。 

 

 （５）対策 

   ① 個々の職員への参集基準の周知、参集方法・経路の確認を行い、速やかに参集す

るための態勢を整える。 

   ② 非常時優先業務について、担当職員以外でも対応できるようマニュアルを整備し

ておく。 

   ③ 災害時における嘱託職員、臨時職員の勤務態勢の整備を行うとともに、従事内容

についても予め定めておく。 

④ 各部内の応援体制を整える。 

⑤ 土木、建築等の技術系の専門職、また、保健師、看護師等の医療系の専門職等が

不足する業務における部内、部間における応援体制を明確にしておく。 

   ⑥ 業務関係機関、民間事業者等との災害時の応援態勢を整えておく。 
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４．参集職員の把握および安否確認 

 地震発災時に、非常時優先業務を迅速かつ的確に遂行するためには、いち早く参集した職

員の把握と職員等の安否確認が重要となる。 

 （１）現状 

   災害時職員初動マニュアルにおいて、勤務時間外の非常参集は、あらかじめ指定され

た参集場所に集合することを原則とする。その際可能な範囲で参集時持参品を用意し、

所属長への登庁報告と合わせ危機管理課に参集経路上での被害状況の詳細を報告する。

引き続き、所属部課長の指示により、初動作業に従事することになる。 

   初に登庁した職員は、他の職員の安否情報、参集予定人数・時間等を取りまとめ、

危機管理課へ報告すると共に、報告のない職員についての安否確認・応召の諾否を確認

する。 

 

 （２）課題 

   参集困難者との連絡は、電話または携帯電話メールで行うこととなるが、電話の輻輳

が予想され、連絡に時間がかかることが想定される。 

 

 （３）対策 

   職員は非常時の配備体制の職員動員基準により、自主的に参集することを基本とする。

各課においては電話の輻輳なども考慮に入れ、日頃より緊急時の連絡方法の確認を行う

など、あらかじめ連絡体制の整備を行う。 

 

５．職員の家族の安否確認 

   勤務時間内に発災した場合には、職員は各職場において非常時優先業務に従事することに

なるが、安心して職務に専念するには家族の安否や自宅の被害状況等を知ることが重要とな

る。そのため、普段から家族でメールや災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等の連絡方法を

確認しておくことが必要となる。 

   また、職種や部署によっては、例えば家族との連絡が取れない状態であっても、非常時優

先業務に従事しなければならない職員が発生することも予想される。そのような場合には、

他の職員が代わって安否確認を行う体制整備の検討を行う必要もある。  
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第５章 非常時優先業務実施のための業務執行環境の整備 

１．各種情報システムの維持、復旧 【 ※ 作成ガイド 重要 6 要素 （５） 】 

本市の住民情報を扱う基幹系システムはクラウド形態で構成されており、大規模災害の発

生時にも被災者を救護・支援するための基礎となる住民情報を担保している。しかし、情報

系システムも含め、庁内でそれを運用していくためのネットワーク回線は、本庁舎電算室を

介して運用されており、停電時においてもこれを運用するためには無停電電源装置および非

常用発電機からの電力供給が必要になる。 

 

２．通信手段の確保および災害情報の収集、発信 【 ※ 作成ガイド 重要 6 要素 （４） 】 

 （１）通信手段の確保 

災害時における通信手段としては、災害時優先電話の他、移動系防災行政無線、滋賀

県防災行政無線および同報系防災行政無線の通信機能の使用により、防災関係機関およ

び各対策支部等市内の防災拠点間との通信手段を確保している。      

しかし、各種通信手段は、回線数・所有数が限られているほか、通信設備そのものの

損壊等により使用できなくなる可能性があるため、発災後速やかに設備の使用可否を確

認し、災害対策本部で集約する。使用可能な回線の本数が不足した場合、充足するまで

の間は災害対策本部の指示の下、共同利用するなど柔軟に対応する。 

 

 （２）情報収集  

   市内の被害状況や震度、雨量、河川水位などの情報収集は、国、県などの情報を 大

限利用し情報収集する。また、滋賀県土木防災情報を始めとする防災関連システムも活

用していく。 

 

 （３）情報の発信 

   市内の被害状況に関する情報や避難に関する情報の発信は、市民の安全の確保や避難

行動への誘導などの面で極めて重要である。そのため情報発信には、同報系防災行政無

線、携帯電話のエリアメール、市ホームページなど利用可能な伝達手段を用いて必要な

情報を発信するとともに、これだけでは全ての市民への情報伝達は難しいため、災害へ

の対応として、自らの命は自らで守る「自助」、地域で協力する「共助」の大切さを引

き続き啓発する。 

 

３．職員の非常用食料、飲料水等の確保 【 ※ 作成ガイド 重要6要素 （３）－２ 】 

 応急復旧の期間に、職員が業務に専念するための食料、飲料水、その他生活必需品につい

ては、その備蓄に努める。備蓄する非常用食料は3日間分を目安とし、被害状況によっては

長期化も想定されるので、勤務時間外に参集する場合は、各職員が可能な限り、飲食物等を 

持参するよう啓発する。また、平常時から個人レベルで非常用食料、飲料水などを備蓄するなど

個人備置も推奨する。 

 特に、持病薬など必要なものは職員自ら確保しておくようにする。 
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４．資機材等の確保 

 発災時に非常時優先業務を継続する上で、不可欠な資機材や用品等の確保に努める。さら

に、災害により破損したり、不足したりする場合に備え、発災時に調達する手段を普段から

確保する。 

 業務継続に必要不可欠な資機材や用品等の保有状況を定期的に把握し、適切な在庫管理に

努める。 

 

５．電力の確保 【 ※ 作成ガイド 重要 6 要素 （３）－１ 】 

 本庁舎の非常用自家発電機は、付属の燃料タンクを使用しての運転継続時間は４時間程度

で、供給先もフロア灯具の４分の一程度と一部非常用コンセントに限られており、現状のま

までは大規模災害時には停電する可能性が高い。新たに建設する危機管理センターには、７

２時間連続運転可能な非常用自家発電機を整備する。容量も危機管理センター全ての他に、

本庁舎非常用自家発電機の供給先及び電算室等重要設備への電力供給可能な規模としており、

必要 小限の運用が可能となる。 
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第６章 今後の取り組み 

 業務継続計画は、 初から完全に構築できるものではなく、その後の継続的改善により徐々

に業務継続能力を向上させていくことが重要である。 

そのため、業務継続計画策定や維持・更新、業務継続を実現するための予算・資源の確保、

事前対策の実施、取り組みを浸透させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善など

を組織全体で継続的・体系的に取り組むこととする。 

 

■ ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 

   業務継続計画の実効性を高めるために、教育や訓練により、計画の定期的な点検を行い、継

続的に改善を行う。 

 

 

 

 

 

１．計画の点検、検証、見直し 

本計画では、訓練等を通じて問題点や課題を把握し、是正すべきところを改善して計画を

見直す継続的改善を行い、とりわけ非常時優先業務の遂行に必要となる職員数等の精査に取

り組み、計画の実効性を向上させていくことが重要となる。 

このため、本計画策定後においても、次の事項について適宜点検し、検証を行う。 

・業務の優先度評価、業務開始目標時間の修正 

・業務に必要な人員、資機材等の修正 

・業務内容の修正等 
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２．職員に対する研修、訓練 

 計画の実効性を確保するためには、計画を策定しただけではなく、全職員が非常時優先業

務の重要性を理解し、個々に課せられた役割を確実に果たせるように研修や訓練を行い、業

務継続力の向上に努めることが必要である。 

また、本計画は、様々な想定を基に構築しているため、実際に地震が発生する前に訓練を

通じて一連のプロセスや手続きなどの実効性を確認しておくことが重要である。 

 このため、発災時に速やかに非常時優先業務を遂行できるよう、継続的に必要な訓練を実

施する。 

 

３．非常時優先業務を遂行するためのマニュアル等の整備 

（１）非常時優先業務マニュアルの策定 

  本計画は、震災発生時に優先的に実施すべき非常時優先業務の選定とその業務の開始

目標を定めたものであるが、震災時において非常時優先業務を迅速かつ効果的に遂行す

るため、各部局において本計画に基づき個別具体的なマニュアルの策定を行う。 

 

 （２）栗東市地域防災計画および災害時職員初動マニュアルの見直し 

   本計画の検証等を踏まえて、栗東市地域防災計画および災害時の初動期の応急活動に

ついて定めた災害時職員初動マニュアルの見直しを行う。 
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第７章 非常時優先業務一覧 

１．災害応急対策業務 

栗東市地域防災計画に定めている災害応急対策計画で規定する、災害対策本部の任務分担を「災害

応急対策業務」とする。 

 

部 班 所属名称 業務名 

優

先

度

初動
段階

応急段階 
復旧
段階 

復旧
～復
興段
階 

3 時
間以
内 

１２
時間
以内

２４
時間
以内 

３日
以内 

 

１週
間以
内 

それ
以降

 
市
 
民 
 
部 
 

 
本部事務局 
 

 
危機管理課 

栗東市防災会議に関するこ
と 

C     ○  

災害対策本部事務局の連絡
調整に関すること 

A ○      

自衛隊の災害派遣要請に関
すること 

A ○      

防災配備の連絡調整に関す
ること 

A ○      

栗東市消防団との連絡調整
に関すること 

A ○      

 
自治振興班 
 
生活交通班 

 
自治振興課 
 
生活交通課 

ボランティア関係団体との
連絡調整に関すること 

B    ○   

ボランティアの受入れに関
すること 

B    ○   

備蓄食糧及び物資の調達及
び配布に関すること 

A  ○     

対策支部に関すること A ○      

管轄する市立建築物の災害
予防に関すること 

A   ○    

管轄する市立建築物の被害
調査に関すること 

A ○      

 
総 
 
務 
 
部 

 
総合窓口班 

 
総合窓口課 

転出入の取扱いに関するこ
と 

A   ○    

死体の埋火葬に関すること A   ○    

安否情報の収集・提供、り災
台帳の作成及びり災証明の
発行に関すること 

C     ○  

 
総務班 
 

 
総務課 
 

職員の動員、派遣に関するこ
と 

A  ○     

災害関係文書の受付配付お
よび発送に関すること 

B    ○   

災害に伴うり災地区の行政
指導に関すること 

A    ○   

職員の給与及び給食に関す
ること 

C     ○  

住民基本データベースの保
守に関すること 

A   ○    

人権政策班 
 
ひだまりの
家班 

人権政策課 
 
ひだまりの
家 

被災者からの問い合わせ、相
談、要望に関すること 

A  ○     

ひだまりの家施設の災害対
策及び実施に関すること 

A ○      

 
税務班 

 
税務課 

家屋等の災害状況調査に関
すること 

C     ○  

災害に伴う市税減免等の対
策に関すること 

D      ○ 
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会計班 
 
監査委員事
務局班 

 
会計課 
 
監査委員事
務局 

寄付金の受理に関すること C     ○  

災害関係経費の支出に関す
ること 

C     ○  

庁用資材備品等の用度調達
に関すること 

A  ○     

 
政 
 
策 
 
推 
 
進 
 
部 

 
元気創造政
策班 
 

 
元気創造政 
策課 

関係機関への陳情要請に関
すること 

D      ○ 

災害対策県本部、地方本部等
への連絡に関すること 

A  ○     

視察見舞のための来庁者へ
の接遇に関すること 

D      ○ 

 
広報班 

 
広報課 

災害関係の広報活動に関す
ること 

A  ○     

報道機関との連絡に関する
こと 

A ○      

 
財政班 
 

 
財政課 

災害関係予算に関すること C     ○  

市有財産の災害対策に関す
ること 

B    ○   

庁舎施設の使用管理ならび
に災害対策に関すること 

A ○      

災害時の車両等の確保およ
び配車に関すること 

A ○      

議
会
事
務
局 

 
議会班 
 

 
議事課 

災害に伴う議会運営に関す
ること 

C    ○   

災害に伴う議員の行事に関
すること 

C     ○  

 
健 
 
康 
 
福 
 
祉 
部 
 

 
保健年金班 
 
社会福祉班 
 
障がい福祉
班 
 
子ども発達
支援班 
 
長寿福祉班 
 
健康増進班 

 
保険年金課 
 
社会福祉課 
 
障がい福祉
課 
 
子ども発達
支援課 
 
長寿福祉課 
 
健康増進課 

災害救助の全般に関するこ
と 

A ○      

市福祉施設の災害対策およ
び応急措置に関すること 

A ○      

被災者に対する応急措置に
関する計画および実施に関
すること 

A   ○     

救助物資の配分計画および
配分実施に関すること 

B    ○   

災害防疫対策の計画および
実施に関すること 

A   ○    

医療施設の災害対策に関す
ること 

A ○      

避難所に関すること A ○      

死体の収容および埋火葬に
関すること 

A   ○    

被災者に対する生活保護に
関すること 

C     ○  

被災者に対する各種給付金
の支払に関すること 

D      ○ 

医療助産に関すること A   ○    

保健所との連絡に関するこ
と 

A   ○    

災害時における公衆衛生指
導に関すること 

A   ○    

日本赤十字社その他福祉関
係団体との連絡調整に関す
ること 

B 
   

○ 
  

災害時避難行動要支援者の
災害対策に関すること 

A   ○    
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管轄する市立建築物の災害
予防に関すること 

A   ○    

管轄する市立建築物の被害
調査に関すること 

A ○      

 
幼児班 
 
子育て応援
班 

 
幼児課 
 
子育て応援
課 

園の災害対策及び応急措置
に関すること 

A ○      

園児に対する災害対策およ
び実施に関すること 

A ○      

被災園児に対する教育に関
すること 

C     ○  

被災園児の学用品に関する
こと 

C     ○  

児童館の災害対策及び応急
措置に関すること 

A ○      

応急学童保育の実施 C     ○  

管轄する市立建築物の災害
予防に関すること 

A   ○    

管轄する市立建築物の被害
調査に関すること 

A ○      

 
環 
 
境 
 
経 
 
済 
 
部 
 

 
環境政策班 

 
環境政策課 
 

災害時における環境衛生に
関すること 

A ○      

仮設便所の設置等に関する
こと 

A ○      

汚染物質の流出防止に関す
ること 

A ○      

廃棄物の処理等に関するこ
と 

B    ○   

清掃、消毒に関すること A  ○     

危険動物の災害逸走に関す
ること 

A ○      

 
農林班 
 

 
農林課 
 
農業委員会
事務局 

農林業関係災害の応急措置
および災害対策に関するこ
と 

A ○ 
     

災害に伴う農業共済の調査
に関すること 

C     ○  

農作物、農業用施設等の災害
対策に関すること 

B    ○   

林業施設の災害対策に関す
ること 

B    ○   

農林業関係団体との連絡調
整に関すること 

A ○      

災害時における農作物病害
虫防除に関すること 

C     ○  

災害応急用木材、薪炭等林産
物の需給調整ならびに救援
資材の受入保管ならびに配
分に関すること 

C 

    

○ 

 

耕地の災害対策に関するこ
と 

B    ○   

農業用水利施設の災害対策
に関すること 

B    ○   

老朽ため池の災害対策に関
すること 

B    ○   

 
商工観光班 
 
経済振興労

 
商工観光課 
 
経済振興労

.商工業関係者の被害の状況
把握に関すること 

B    ○   

事業所及び商工業関係団体
の災害対策に関すること 

B    ○   
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政班 
 

政課 経済及び商工団体との連絡
調整に関すること 

A 
  

○ 
   

 
建 
 
設 
 
部 

 
住宅班 

 
住宅課 

応急仮設住宅の設置及び応
急修理に関すること 

C     ○  

応急仮設住宅の入居者の決
定に関すること 

C     ○  

倒壊家屋対策に関すること C     ○  

ガレキの処理に関すること C     ○  

被災宅地危険度判定に関す
ること 

B    ○   

管轄する市立建築物の災害
予防に関すること 

C     ○  

管轄する市立建築物の被害
調査に関すること 

A ○      

市営住宅の災害対策に関す
ること 

A ○      

 
道路・河川
班 
 
国・県事業
対策班 

 
道路・河川
課 
 
国・県事業
対策課 

交通不能個所の調査および
その対策に関すること 

A   ○    

道路交通事情の把握と関係
機関との連絡調整および対
策に関すること 

A   ○    

水防の全般的な企画、実施に
関すること 

D      ○ 

道路河川等土木関係災害の
応急措置および復旧処置な
ど災害対策に関すること 

A   ○    

災害対策用の工事資材の調
達管理に関すること 

C     ○  

土木関係被害状況の調査に
関すること 

A   ○    

道路の除雪対策に関するこ
と 

C     ○  

応急対策実施のための用地
借入および補償に関するこ
と 

A   ○    

急傾斜地の災害対策に関す
ること 

A   ○    

土石流危険渓流地の災害対
策に関すること 

A   ○    

道路・河川に影響を及ぼすが
けくずれ災害対策に関する
こと 

A   ○    

葉山川・金勝川等の応急措置
など災害対策に関すること 

A  ○     

.国・県河川の調整に関するこ
と 

A  ○     

 
都市計画班 

 
都市計画課 

都市施設災害の応急措置お
よび復旧措置など災害対策
および災害状況調査に関す
ること 

A ○      

宅地造成地の災害対策に関
すること 

C     ○  

風致地区屋外広告物等の災
害対策に関すること 

C     ○  

都市公園施設等の災害対策
に関すること 

C     ○  

野洲川運動公園施設の災害
対策に関すること 

C     ○  
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上
下
水
道
事
業
所 

 
上下水道班 
 

 
上下水道課 

下水道施設の応急横断及び
復旧措置に関すこと 

A ○      

水道施設災害の応急措置お
よび復旧措置に関すること 

A ○      

飲料水の供給ならびに確保
に関すること 

A ○      

上下水道施設に係る関係機
関との調整に関すること 

B    ○   

 
教 
 
育 
 
委 
 
員 
 
会 
 

 
教育総務班 
 

 
教育総務課 

災害時における教育行政の
総合調整に関すること 

C     ○  

教育施設の災害対策および
実施に関すること 

A ○      

教育委員会職員に関するこ
と 

A  ○     

学校教育財産（市内県施設も
含む）を避難所に開放するこ
とに関すること 

A   ○    

教育関係、義援金品の受領、
保管、配分に関すること 

C     ○  

学校給食施設の災害対策お
よび実施に関すること 

B    ○   

炊出しに関すること A  ○     

管轄する市立建築物の災害
予防に関すること 

A  ○     

管轄する市立建築物の被害
調査に関すること 

A ○      

 
学校教育班 
 
人権教育班 
 

 
学校教育課 
 
人権教育課 

教職員の災害対策のための
動員派遣に関すること 

A   ○    

園児・児童生徒に対する災害
対策および実施に関するこ
と 

A   ○    

被災児童生徒に対する教育
に関すること 

A   ○    

被災児童生徒の学用品に関
すること 

B    ○   

災害時における学校その他
教育の環境衛生に関するこ
と 

B    ○   

 
生涯学習班 
 
スポーツ・
文化振興班 
 

 
生涯学習課 
ス 
ポーツ・文
化振興課 

社会教育施設の災害対策に
関すること 

A ○      

災害活動に協力する青年団
体、女性団体、社会教育団体
等の連絡調整に関すること 

B    ○   

青少年教育施設の災害対策
に関すること 

A ○      

文化財の災害対策に関する
こと 

B    ○   

 
災
害
活
動
部 

 
消防班 
 

 
中消防署 

気象情報、雨量水位情報の収
集及び記録 

A ○      

各種警報発令に関すること A ○      

現場防災活動整備に関する
こと 

A ○      

救助活動に関すること A ○      

栗東市自衛消防連絡協議会
との調整に関すること 

B    ○   

。 
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２．優先通常業務 

各課の通常業務のうち、災害時であっても市民の生命、生活および財産の保護ならびに社

会経済活動を維持する観点から評価を実施した業務優先度の高い通常業務を「優先通常業務」

とする。 

 

（１）市民部 （栗東市行政組織規則） 

業 務 名 優先度 備 考 

危機管理課 （栗東市行政組織規則）   

【総合防災・危機管理係】 （栗東市行政組織規則）   

危機管理対策に関すること。 Ａ ａ 

災害対策に関すること。 Ａ ａ 

防災計画及び防災会議に関すること。 Ｃ ｅ 

国民保護法制及び国民保護計画に関すること。 Ｄ ｆ 

消防団に関すること。 Ａ ａ 

湖南広域消防局との連絡調整に関すること。 Ａ ａ 

【防犯係】 （栗東市行政組織規則）   

防犯のまちづくりに関すること。 Ｄ ｆ 

暴力団追放市民会議に関すること。 Ｄ ｆ 

自治振興課 （栗東市行政組織規則）   

【自治振興係】 （栗東市行政組織規則）   

自治会長、自治連合会及び地域振興協議会に関すること。 Ｂ ｄ 

地域コミュニティの推進及び支援に関すること。 Ｄ ｆ 

コミュニティセンター管理運営支援に関すること。 Ｄ ｆ 

地縁団体の認可に関すること。 Ｄ ｆ 

住居表示の実施に関すること。 Ｄ ｆ 

【協働まちづくり係】 （栗東市行政組織規則）   

市民参画と協働によるまちづくりの推進に関すること。 Ｄ ｆ 

ボランティア及びNPOの活動支援に関すること。 Ｄ ｆ 

市民社会貢献活動促進基金に関すること。 Ｄ ｆ 

【国内・国際交流係】 （栗東市行政組織規則）   

国際・国内交流事業に関すること。 Ｄ ｆ 

在住外国人の生活支援に関すること。 Ｃ ｅ 

【男女共同参画推進係】 （栗東市行政組織規則）   

男女共同参画社会づくり推進に関すること。 Ｄ ｆ 

まちづくり女と男の共同参画プランに関すること。 Ｄ ｆ 

女性団体の育成指導及び活動援助に関すること。 Ｄ ｆ 

生活交通課 （栗東市行政組織規則）   

【交通政策係】 （栗東市行政組織規則）   

交通政策及び交通安全対策に関すること。 Ｂ ｄ 

路上放置車両対策に関すること。 Ｄ ｆ 

バス路線対策に関すること。 Ｂ ｄ 
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バリアフリー基本構想に関すること。 Ｄ ｆ 

草津線複線化期成同盟会に関すること。 Ｄ ｆ 

手原駅前自転車駐車場に関すること。 Ｂ ｄ 

【消費生活係】（栗東市行政組織規則）    

消費者行政に関すること。 Ｄ ｆ 

消費生活相談に関すること。 Ｂ ｄ 

 

（２）総務部 （栗東市行政組織規則） 

業 務 名 優先度 備 考 

総合窓口課 （栗東市行政組織規則）   

【総合窓口係】 （栗東市行政組織規則）   

印鑑登録に関すること。 Ａ ｃ 

各種証明書の作成に関すること。 Ａ ｃ 

埋火葬許可書に関すること。 Ａ ｃ 

自動車臨時運行許可に関すること。 Ｂ ｄ 

自衛官募集に関すること。 Ｄ ｆ 

総合窓口業務に伴う事務に関すること。 Ａ ｃ 

【業務係】 （栗東市行政組織規則）   

住民基本台帳に関すること。 Ａ ｃ 

戸籍届出の審査、受理及び記載に関すること。 Ａ ｃ 

人口動態調査に関すること。 Ｄ ｆ 

住民実態調査に関すること。 Ｄ ｆ 

住居表示の付定に関すること。 Ｄ ｆ 

総務課 （栗東市行政組織規則）   

【行政係】 （栗東市行政組織規則）   

議会に関すること。 Ｂ ｃ 

条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 Ｃ ｅ 

行政界に関すること。 Ｄ ｆ 

固定資産評価審査委員会に関すること。 Ｄ ｆ 

平和都市宣言に関すること。 Ｄ ｆ 

その他の部及び課に属さないこと。 Ｄ ｆ 

【情報公開係】 （栗東市行政組織規則）   

情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 Ｃ ｄ 

情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 Ｄ ｆ 

【法務対策係】 （栗東市行政組織規則）   

訴訟、和解及び調停に関すること。 Ｃ ｅ 

【マネジメント（ISO）推進係】 （栗東市行政組織規則）   

環境マネジメントシステムの推進に関すること。 Ｄ ｆ 

温暖化対策及び省エネルギーに関すること。 Ｄ ｆ 

【職員活性係】 （栗東市行政組織規則）   

研修の企画及び実施に関すること。 Ｄ ｆ 
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研修に必要な事項の調査及び研究に関すること。 Ｄ ｆ 

【人事・給与係】 （栗東市行政組織規則）   

職員の任免その他人事に関すること。 Ｃ ｅ 

職員団体に関すること。 Ｃ ｅ 

公務災害補償に関すること。 Ｂ ｄ 

職員の給与に関すること。 Ｃ ｅ 

職員の労働安全衛生管理及び福利厚生に関すること。 Ｃ ｅ 

【情報政策係】 （栗東市行政組織規則）   

地域情報化に関すること。 Ｄ ｆ 

マイナンバー制度に関すること。 Ｂ ｅ 

情報セキュリティポリシーの運用に関すること。 Ｂ ｄ 

地域イントラネットの管理及び運営に関すること。 Ａ ｃ 

総合行政ネットワークの運用管理に関すること。 Ａ ｃ 

電子計算組織の管理及び運営に関すること。 Ａ ｃ 

電子計算業務の処理に関すること。 Ａ ｃ 

人権政策課 （栗東市行政組織規則）   

【同和政策係】 （栗東市行政組織規則）   

同和問題に係る総合計画及び総合調整に関すること。 Ｄ ｆ 

同和対策本部に関すること。 Ｄ ｆ 

同和対策の総括及び進行管理に関すること。 Ｄ ｆ 

対象地域に係る総合窓口に関すること。 Ａ ｂ 

同和対策に関する事項のうち他の課に属さないこと。 Ｄ ｆ 

【人権啓発係】 （栗東市行政組織規則）   

人権啓発に係る総合計画及び総合調整に関すること。 Ｄ ｆ 

人権擁護審議会に関すること。 Ｄ ｆ 

人権対策推進本部に関すること。 Ｄ ｆ 

人権擁護計画に関すること。 Ｄ ｆ 

人権擁護委員及び人権擁護推進員に関すること。 Ｄ ｆ 

ひだまりの家 （栗東市行政組織規則 出先機関）   

地域総合センターに関すること。 Ａ ａ 

十里運動公園に関すること。 Ｄ ｆ 

税務課 （栗東市行政組織規則）   

【資産税係】 （栗東市行政組織規則）   

固定資産税及び都市計画税に関すること。 Ｃ ｅ 

土地評価及び家屋評価に関すること。 Ｃ ｅ 

償却資産の申告課税に関すること。 Ｃ ｅ 

資産税関係委員会に関すること。 Ｄ ｆ 

【市民税係】 （栗東市行政組織規則）   

税制に関すること。 Ｄ ｆ 

市県民税に関すること。 Ｃ ｅ 

所得申告指導に関すること。 Ｄ ｆ 
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国民健康保険税に関すること。 Ｃ ｅ 

軽自動車税に関すること。 Ｃ ｅ 

たばこ税に関すること。 Ｃ ｅ 

【納税推進室】 （栗東市行政組織規則）   

市税等の徴収及び滞納処分に関すること。 Ｃ ｅ 

市税等不納欠損処分に関すること。 Ｄ ｆ 

税務審議会に関すること。 Ｄ ｆ 

 

業 務 名 優先度 備 考 

会計課 （栗東市会計管理者の補助組織設置規則）       

現金、有価証券の出納保管に関すること。 Ａ ｃ 

小切手の振出しに関すること。 Ａ ｃ 

現金の記録管理に関すること。 Ａ ｂ 

収入支出命令の審査に関すること。 Ｂ ｄ 

支出負担行為の確認に関すること。 Ｂ ｄ 

決算の調製及び提出に関すること。 Ｄ ｆ 

物品の出納保管に関すること。 Ｃ ｅ 

基金の記録管理に関すること。 Ｄ ｆ 

備品台帳に関すること。 Ｄ ｆ 

その他会計事務に関すること。 Ｄ ｆ 

 

業 務 名 優先度 備 考 

監査委員事務局 （栗東市監査委員事務局規程）   

監査、出納検査及び審査等の計画立案並びに調整に関すること。 Ｄ ｆ 

定期監査、随時監査、財政援助団体等の監査及び出納検査の調査、報告書の作成

並びに公表手続等に関すること。 
Ｄ ｆ 

決算審査及び基金運用状況審査の調査等を行うこと。 Ｄ ｆ 

住民の請求に基づく監査の調査等を行うこと。 Ｃ ｅ 

議会の要求による監査の調査等を行うこと。 Ｃ ｅ 

出納職員等の賠償責任に関する監査の調査等を行うこと。 Ｃ ｅ 

指定金融機関等の検査の結果について報告を求めること。 Ｃ ｅ 

その他監査、出納検査及び審査の調査、報告書の作成並びに公表手続等に関すること。 Ｄ ｆ 

監査委員に関すること。 Ｂ ｄ 

公印の保管に関すること。 Ｂ ｃ 

その他一般庶務に関すること。 Ｄ ｆ 
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業 務 名 優先度 備 考 

選挙管理委員会 （栗東市選挙管理委員会規程）   

書記長は、委員長の命を受け、書記及びその他の職員を指揮監督して、委員会に

関する事務を掌理する。 
Ｄ ｆ 

書記及びその他の職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。 Ｄ ｆ 

この章に規定するもののほか、書記及びその他の職員の服務については、市の職

員の服務の例による。 
Ｄ ｆ 

 

（３）政策推進部 （栗東市行政組織規則） 

業 務 名 優先度 備 考 

元気創造政策課 （栗東市行政組織規則）   

【政策企画係】 （栗東市行政組織規則）       

市政の総合企画に関すること Ｄ ｆ 

重要施策の策定及び進行管理に関すること。 Ｄ ｆ 

職員提案制度に関すること。 Ｄ ｆ 

草津栗東開発事業団承継事務の調整に関すること。 Ｄ ｆ 

【総合調整係】 （栗東市行政組織規則）   

総合調整会議に関すること。 Ｄ ｆ 

市に対する要望に関すること。 Ｄ ｆ 

国県要望に関すること。 Ｄ ｆ 

広域行政に関すること。 Ｄ ｆ 

日本中央競馬会との連絡調整に関すること。 Ｄ ｆ 

指定管理者制度に関すること。 Ｄ ｆ 

【改革推進係】 （栗東市行政組織規則）   
行政改革に関すること。 Ｄ ｆ 

新集中改革プランに関すること。 Ｄ ｆ 

事務事業評価に関すること。 Ｄ ｆ 

【秘書係】 （栗東市行政組織規則）   
秘書に関すること。 Ａ ｂ 

交際及び渉外に関すること。 Ｄ ｆ 

褒賞及び表彰に関すること。 Ｄ ｆ 

市長会に関すること。 Ｄ ｆ 

【地域戦略・馬事業企画室】 （栗東市行政組織規則）   
総合戦略、地域資源活用ビジョン、シティセールス戦略及び栗東ブランドの推進

に関すること。 
Ｄ ｆ 

地方創生の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

馬事業の企画に関すること。 Ｄ ｆ 

ふるさとりっとう応援寄付金に関すること。 Ｄ ｆ 

広報課 （栗東市行政組織規則）   
【広報・公聴係】 （栗東市行政組織規則）   
広報紙の発行に関すること。 Ｄ ｆ 

広報資料の収集及び情報提供に関すること。 Ｄ ｆ 

報道機関との連絡調整に関すること。 Ａ ａ 
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ホームページの運用に関すること。 Ｂ ｄ 

【統計係】 （栗東市行政組織規則）   
基幹統計に関すること。 Ｄ ｆ 

人口動態把握に関すること。 Ｄ ｆ 

統計調査資料の収集及び保管に関すること。 Ｄ ｆ 

【市民対話室】 （栗東市行政組織規則）   

市長と市民の対話に関すること。 Ｄ ｆ 

まちづくり出前トークに関すること。 Ｄ ｆ 

パブリックコメントに関すること。 Ｄ ｆ 

財政課 （栗東市行政組織規則）   

【財政係】 （栗東市行政組織規則）   

予算の調製に関すること。 Ｄ ｆ 

財政計画及び予算執行計画に関すること。 Ｄ ｆ 

財政状況の調査公表及び報告に関すること。 Ｄ ｆ 

起債及び一時借入金に関すること。 Ｃ ｄ 

譲与税、交付金及び地方交付税に関すること。 Ｃ ｅ 

【管財係】 （栗東市行政組織規則）   

庁舎の維持管理に関すること。 Ａ ａ 

市有財産の総括に関すること。 Ｃ ｄ 

普通財産の取得、貸付け、譲渡及び管理に関すること。 Ｄ ｆ 

公用車の維持管理に関すること。 Ａ ａ 

市営駐車場の管理運営に関すること。 Ｂ ｄ 

寄附採納に関すること。 Ｄ ｆ 

旧土地開発公社移管土地の処分及び管理に関すること。 Ｄ ｆ 

旧土地開発公社からの承継に関すること。 Ｄ ｆ 

公共施設等総合管理計画に関すること。 Ｄ ｆ 

【契約検査室】 （栗東市行政組織規則）   

入札及び契約に関すること。 Ｃ ｅ 

建設工事請負業者の指名に関すること。 Ｃ ｅ 

建設工事契約の審査に関すること。 Ｃ ｅ 

検査基準及び検査執行体制の整備に関すること。 Ｄ ｆ 

検査員による検査実施に関すること。 Ｃ ｅ 

監督員の適正な工程検査及び指示の徹底指導に関すること。 Ｄ ｆ 

 

業 務 名 優先度 備 考 

議会事務局 （栗東市議会事務局設置条例）       

【庶務係】 （栗東市議会事務局規程）       

議員名簿の作成及び保存に関すること。 Ｄ ｆ 

文書物件の収受、発送及び保管に関すること。 Ｃ ｅ 

公印の保管に関すること。 Ｂ ｃ 

議員の出欠に関すること。 Ｃ ｅ 
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議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。 Ｃ ｅ 

議会費の予算、決算資料の作成に関すること。 Ｄ ｆ 

議会費の予算執行に伴う事項並びに物品の購入、保管及び貸与に関すること。 Ｃ ｅ 

儀式、接待及び交際に関すること。 Ｃ ｅ 

慶弔に関すること。 Ｄ ｆ 

議長秘書に関すること。 Ａ ｂ 

議会の広報資料に関すること。 Ｄ ｆ 

議場の取締り、管理に関すること。 Ａ ｂ 

議長会に関すること。 Ｄ ｆ 

職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。 Ｃ ｅ 

職員の服務及び規律、厚生に関すること。 Ｄ ｆ 

議員互助に関すること。 Ｄ ｆ 

議員共済会に関すること。 Ｃ ｅ 

議員の公務災害補償等に関すること。 Ｃ ｅ 

その他議会の庶務に関すること。 Ｄ ｆ 

【議事係】 （栗東市議会事務局規程）       

議事日程に関すること。 Ｃ ｄ 

議案、請願、陳情等の収受、配布及び送付に関すること。 Ｃ ｄ 

議会の本会議の議事に関すること。 Ｃ ｄ 

議会における選挙に関すること。 Ｃ ｅ 

議事次第書に関すること。 Ｃ ｄ 

会議録及び諸記録の調製、保管に関すること。 Ｄ ｆ 

議会の傍聴に関すること。 Ｃ ｄ 

議場その他委員会室の管理に関すること。 Ａ ｂ 

議会運営委員会に関すること。 Ｃ ｄ 

常任委員会に関すること。 Ｃ ｄ 

特別委員会に関すること。 Ｃ ｄ 

委員会の記録調製、保管に関すること。 Ｄ ｆ 

公聴会に関すること。 Ｄ ｆ 

会議の議決、決定等の通知及び報告に関すること。 Ｄ ｆ 

その他議会の議事に関すること。 Ｄ ｆ 

【調査係】 （栗東市議会事務局規程）       

条例、規則の制定、改廃に関すること。 Ｄ ｆ 

議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。 Ｄ ｆ 

請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。 Ｄ ｆ 

議案審議に必要な資料の調整に関すること。 Ｄ ｆ 

事業、事務の調査、検査に関すること。 Ｄ ｆ 

統計資料の作成に関すること。 Ｄ ｆ 

各種行政に関する世論、情報及び資料の収集整理に関すること。 Ｄ ｆ 

各種法規の調査、研究に関すること。 Ｄ ｆ 

議員の調査研究に関すること。 Ｄ ｆ 
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議会広報の発行に関すること。 Ｄ ｆ 

図書室の整備、管理に関すること。 Ｄ ｆ 

その他議会の調査に関すること。 Ｄ ｆ 

 

 

（４）健康福祉部 （栗東市行政組織規則） 

業 務 名 優先度 備 考 

保健年金課 （栗東市行政組織規則）   

【国民健康保険係】 （栗東市行政組織規則）   

国民健康保険の給付に関すること。 Ａ ｃ 

国民健康保険被保険者の資格に関すること。 Ｂ ｄ 

国民健康保険高額療養費の貸付けに関すること。 Ｃ ｅ 

国民健康保険運営協議会に関すること。 Ｄ ｆ 

保健事業に関すること。 Ｂ ｄ 

【高齢者医療係】 （栗東市行政組織規則）   

後期高齢者医療に関すること。 Ａ ｃ 

滋賀県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。 Ｂ ｄ 

【福祉医療係】 （栗東市行政組織規則）   

福祉医療費の助成に関すること。 Ａ ｃ 

福祉医療費の助成対象者の資格に関すること。 Ｂ ｄ 

福祉医療費受給券の交付及び更新に関すること。 Ｃ ｅ 

【年金係】 （栗東市行政組織規則）   

国民年金被保険者の資格管理に関すること。 Ｂ ｄ 

国民年金の給付に係る事務に関すること。 Ｂ ｃ 

在日外国人老齢福祉金及び在日外国人障害福祉金に関すること。 Ｂ ｃ 

社会福祉課 （栗東市行政組織規則）   

【社会福祉係】 （栗東市行政組織規則）       

地域福祉計画に関すること。 Ｄ ｆ 

民生委員及び児童委員に関すること。 Ｄ ｆ 

社会福祉協議会との調整に関すること。 Ｂ ｃ 

福祉資金貸付及び災害援助に関すること。 Ｂ ｄ 

日赤栗東分区に関すること。 Ｂ ｄ 

戦没者遺族及び戦傷病者等の援護に関すること。 Ｄ ｆ 

臨時福祉給付金に関すること。 Ｃ ｅ 

【保護係】 （栗東市行政組織規則）       

生活保護に関すること。 Ｃ ｅ 

行旅病人及び死亡人の取扱いに関すること。 Ｂ ｃ 

【生活困窮者自立支援】 （栗東市行政組織規則）       

生活困窮者自立支援に関すること Ｃ ｅ 

障がい福祉課 （栗東市行政組織規則）   

【障がい福祉係】 （栗東市行政組織規則）       
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障害者福祉に関すること。 Ｂ ｄ 

障害者基本計画及び障害福祉計画に関すること。 Ｄ ｆ 

身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。 Ｃ ｅ 

障害児福祉手当及び特別障害者手当てに関すること。 Ｂ ｄ 

装具費及び日常生活用具給付に関すること。 Ｂ ｄ 

地域生活支援事業に関すること。 Ｂ ｄ 

【自立支援係】 （栗東市行政組織規則）       

自立支援に関すること。 Ｂ ｄ 

障害支援区分認定審査会に関すること。 Ｂ ｄ 

精神障害者保健福祉手帳に関すること。 Ｃ ｅ 

障害者（児）の在宅福祉に関すること。 Ｂ ｄ 

子ども発達支援課 （栗東市行政組織規則 出先機関）       

【発達支援係】 （栗東市行政組織規則 出先機関）       

発達支援、発達相談に関すること。 Ｃ ｅ 

特別支援教育との連携に関すること。 Ｄ ｆ 

【たんぽぽ教室】 （栗東市行政組織規則 その他の機関）       

たんぽぽ教室に関すること。 Ｄ ｆ 

【幼児ことばの教室】（栗東市行政組織規則 その他の機関）        

幼児ことばの教室に関すること。 Ｄ ｆ 

長寿福祉課 （栗東市行政組織規則）   

【高齢福祉係】 （栗東市行政組織規則）       

高齢者保健福祉計画に関すること。 Ｄ ｆ 

高齢者の生きがいと健康づくり推進に関すること。 Ｄ ｆ 

高齢者保護措置に関すること。 Ｂ ｄ 

【地域支援係】 （栗東市行政組織規則）       

地域支援事業に関すること。 Ｂ ｄ 

介護予防事業に関すること。 Ｂ ｄ 

【介護保険係】 （栗東市行政組織規則）       

介護保険事業計画の策定に関すること。 Ｄ ｆ 

介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 Ｃ ｅ 

介護認定に関すること。 Ｃ ｅ 

介護保険給付に関すること。 Ｂ ｄ 

【地域包括支援センター】 （栗東市行政組織規則）       

高齢者の総合相談支援及び権利擁護に関すること。 Ｂ ｄ 

介護予防マネジメントの実施に関すること。 Ａ ｃ 

地域包括支援ネットワークに関すること。 Ｄ ｆ 

健康増進課 （栗東市行政組織規則 出先機関）   

【健康管理係】 （栗東市行政組織規則 出先機関）       

健康りっとう２１の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

各種健診、がん検診及び予防接種に関すること。 Ａ ｃ 

結核予防に関すること。 Ａ ｃ 
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【母子保健係】 （栗東市行政組織規則 出先機関）   

母子保健に関すること。 Ａ ｃ 

子育て支援、発達相談に関すること。 Ｃ ｅ 

乳幼児健診及び妊婦健診に関すること Ａ ｃ 

歯科保健に関すること。 Ｂ ｄ 

食育、栄養指導に関すること。 Ｃ ｅ 

【管理係】 （栗東市行政組織規則 出先機関）           

総合福祉保健センターの施設維持管理に関すること。 Ａ ａ 

献血、骨髄バンクに関すること。 Ｄ ｆ 

幼児課 （栗東市行政組織規則）   

【保育園係】 （栗東市行政組織規則）       

保育園・幼稚園の総合化に関すること。 Ｄ ｆ 

保育園入所措置に関すること。 Ｂ ｄ 

保育料に関すること。 Ｂ ｄ 

【民活推進係】 （栗東市行政組織規則）       

就学前保育への民活導入推進に関すること。 Ｄ ｆ 

【保育指導係】 （栗東市行政組織規則）       

人権・同和教育に関すること。 Ｄ ｆ 

初任者研修等に関すること。 Ｄ ｆ 

保育園の運営指導に関すること。 Ｃ ｅ 

保育園職員研修に関すること。 Ｄ ｆ 

【施設係】 （栗東市行政組織規則）       

保育園施設の維持管理に関すること。 Ａ ａ 

保育園の遊具に関すること。 Ｃ ｅ 

子育て応援課 （栗東市行政組織規則）   

【子育て支援係】（栗東市行政組織規則）        

子ども・子育て支援事業計画に関すること。 Ｄ ｆ 

次世代育成支援行動計画に関すること。 Ｄ ｆ 

学童保育所に関すること。 Ｂ ｄ 

認可外保育所に関すること。 Ｄ ｆ 

乳幼児健康支援一時預かり事業に関すること。 Ｂ ｄ 

地域子育て支援センター及び児童館に関すること。 Ａ ｃ 

【児童・家庭福祉係】 （栗東市行政組織規則）       

児童、母子、寡婦及び父子福祉に関すること。 Ｂ ｄ 

児童手当に関すること。 Ｂ ｄ 

児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 Ｂ ｄ 

助産及び母子生活支援に関すること。 Ａ ｃ 

子育て世帯臨時特例給付金に関すること。 Ｂ ｄ 

【家庭児童相談室】 （栗東市行政組織規則）        

家庭児童相談に関すること。 Ｂ ｄ 

要保護家庭及び要保護児童の支援に関すること。 Ｂ ｄ 
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（５）環境経済部 （栗東市行政組織規則） 

業 務 名 優先度 備 考 

環境政策課 （栗東市行政組織規則）   

【生活環境係】 （栗東市行政組織規則）       

生活環境保全に関すること。 Ｄ ｆ 

墓地及び火葬に関すること。 Ａ ｃ 

栗東墓地公園に関すること。 Ｄ ｆ 

動物愛護管理に関すること。 Ｄ ｆ 

防疫に関すること。 Ａ ｂ 

一般廃棄物の収集に関すること。 Ｂ ｄ 

不法投棄に関すること。 Ｃ ｅ 

浄化槽に関すること。 Ｂ ｄ 

し尿処理及び湖南広域行政組合環境衛生センターとの連絡調整に関すること。 Ａ ｃ 

【環境政策係】 （栗東市行政組織規則）       

環境基本計画の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

地球温暖化防止の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

公害発生予防対策指導に関すること。 Ｄ ｆ 

各種規制措置に関すること。 Ｄ ｆ 

【産業廃棄物対策室】 （栗東市行政組織規則）       

産業廃棄物最終処分場に関すること。 Ｃ ｅ 

環境政策課 環境センター （栗東市行政組織規則 出先機関）   

環境センターの運営及び管理に関すること。 Ａ a 

ISO１４００１の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

自己搬入に関すること。 B ｄ 

事業系一般廃棄物の収集運搬の許可等に関すること。 Ｃ ｅ 

最終処分場に関すること。 Ｃ ｅ 

農林課 （栗東市行政組織規則）   

【農政係】 （栗東市行政組織規則）       

農業及び畜産業の振興に関すること。 Ｄ ｆ 

農業組合に関すること。 Ｄ ｆ 

農業振興地域の整備に関すること。 Ｄ ｆ 

農業経営基盤強化促進に関すること。 Ｄ ｆ 

農業構造改善事業に関すること。 Ｄ ｆ 

各種農業団体との連絡調整に関すること。 Ａ a 

農地中間管理事業に関すること。 Ｄ ｆ 

農畜産物処理加工施設に関すること。 Ｂ ｄ 

【林務係】 （栗東市行政組織規則）       

森林整備計画、森林総合整備事業及び入会林野整備に関すること。 Ｄ ｆ 

林業の振興及び林業構造改善事業に関すること。 Ｄ ｆ 

自然保護及び自然公園の環境保全に関すること。 Ｄ ｆ 
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林道及び治山事業の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

緑化推進事業及び造林事業に関すること。 Ｄ ｆ 

森林病害虫駆除に関すること。 Ｄ ｆ 

火入許可に関すること。 Ｄ ｆ 

鳥獣被害防止対策に関すること。 Ｄ ｆ 

【土地改良係】 （栗東市行政組織規則）       

団体営、小規模及び市単独土地改良事業に関すること。 Ｄ ｆ 

促進協議会の事業調整に関すること。 Ｄ ｆ 

土地改良区の事業調整、庶務指導及び運営指導に関すること。 Ｄ ｆ 

農地、農業用施設の災害復旧及び防災事業に関すること。 Ｂ ｄ 

農業集落排水事業に関すること。 A ｃ 

【栗東ブランド推進係】 （栗東市行政組織規則）       

ブランド農産物の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

特産品の開発及び研究に関すること。 Ｄ ｆ 

商工観光課 （栗東市行政組織規則）   

【商工振興係】 （栗東市行政組織規則）       

商工業の振興指導に関すること。 Ｄ ｆ 

中小企業対策に関すること。 Ｄ ｆ 

計量器に関すること。 Ｄ ｆ 

商業地区に関すること。 Ｄ ｆ 

【観光振興係】 （栗東市行政組織規則）       

観光振興に関すること。 Ｄ ｆ 

観光資源の開発並びに観光施設の設置運営及び整備に関すること。 Ｄ ｆ 

観光情報の提供及び広報宣伝に関すること。 Ｄ ｆ 

【馬事業推進係】 （栗東市行政組織規則）       

JRA連携事業に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東ステークスに関すること。 Ｄ ｆ 

【栗東ブランド推進係】 （栗東市行政組織規則）       

栗東特産品のブランド力の向上に関すること。 Ｄ ｆ 

経済振興労政課 （栗東市行政組織規則）   

【企業誘致・地域経済振興係】 （栗東市行政組織規則）       

企業立地及び財源確保の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

企業事業資金貸付けに関すること。 Ｄ ｆ 

工場等誘致に関すること。 Ｄ ｆ 

遊休地対策に関すること。 Ｄ ｆ 

地域経済振興の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

【東部開発整備係】 （栗東市行政組織規則）       

東部地区総合整備計画に関すること。 Ｄ ｆ 

工場用地整備計画の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

【トップセールス推進係】 （栗東市行政組織規則）         
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トップセールスの企画及び実施に関すること。 Ｄ ｆ 

トップセールスの検証に関すること。 Ｄ ｆ 

【労政・就労推進係】 （栗東市行政組織規則）   

労政に関すること。 Ｄ ｆ 

高齢者労働能力活用事業に関すること。 Ｄ ｆ 

外国人労働者に関すること Ｃ ｅ 

就労支援計画に関すること。 Ｃ ｅ 

同和対策職業安定事業に関すること。 Ｃ ｅ 

企業内同和教育の推進に関すること。  Ｄ ｆ 

 

業 務 名 優先度 備 考 

農業委員会 （栗東市農業委員会事務局規程）       

【庶務に関するもの】 （栗東市農業委員会事務局規程）       

委員名簿の作成に関すること。 Ｄ ｆ 

文書の収受、発送及び保管に関すること。 Ｃ ｅ 

公印の保管に関すること。 B ｃ 

委員の出欠に関すること。 Ｄ ｆ 

委員の報酬及び費用弁償に関すること。 Ｃ ｅ 

委員会の予算要求等に関すること。 Ｄ ｆ 

儀式及び交際に関すること。 Ｄ ｆ 

慶弔に関すること。 Ｄ ｆ 

委員会の広報に関すること。 Ｄ ｆ 

農業会議との連携に関すること。 Ｄ ｆ 

諸証明に関すること。 Ｂ ｄ 

手数料の徴収に関すること。 Ｂ ｄ 

農業委員会委員の選挙人名簿調製に関すること。 Ｄ ｆ 

農業者年金の受託業務に関すること。 Ｃ ｅ 

職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。 Ｄ ｆ 

職員の服務、規律及び厚生に関すること。 Ｄ ｆ 

その他委員会の庶務に関すること。 Ｄ ｆ 

【議事に関するもの】 （栗東市農業委員会事務局規程）       

議事日程及び諸般の報告に関すること。 Ｄ ｆ 

議案、意見書等の収受、配布及び送付に関すること。 Ｄ ｆ 

総会の議事に関すること。 Ｄ ｆ 

総会の議決事項の処理に関すること。 Ｄ ｆ 

総会における選挙に関すること。 Ｄ ｆ 

議事録の作成及び保管に関すること。 Ｄ ｆ 

総会、役員会、部会等の会議室の調整に関すること。 Ｄ ｆ 

総会の傍聴人に関すること。 Ｄ ｆ 

その他委員会に関すること。 Ｄ ｆ 

【調査に関すること】 （栗東市農業委員会事務局規程）       



37 
 

委員会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。 Ｄ ｆ 

建議書、要望書、意見書等に関すること。 Ｄ ｆ 

議事及び審議に必要な資料の収集に関すること。 Ｄ ｆ 

事務の調査及び検査に関すること。 Ｄ ｆ 

統計資料の作成に関すること。 Ｄ ｆ 

農政に関する情報の収集に関すること。 Ｄ ｆ 

各種法規の調査及び研究に関すること。 Ｄ ｆ 

その他委員会の調査に関すること。 Ｄ ｆ 

 

（６）建設部 （栗東市行政組織規則） 

業 務 名 優先度 備 考 

住宅課 （栗東市行政組織規則）       

【建築・施設係】 （栗東市行政組織規則）        

市有施設のストックマネジメントに関すること。 Ｄ ｆ 

木造住宅耐震診断員派遣事業に関すること。 Ｄ ｆ 

他課からの依頼に基づく公営建造物の設計及び工事監理に関すること。 Ｄ ｆ 

既存民間建築物耐震診断推進事業に関すること。 Ｄ ｆ 

【住宅係】 （栗東市行政組織規則）       

住宅政策及び住宅マスタープランの推進に関すること。 Ｄ ｆ 

市営住宅運営委員会に関すること。 Ｄ ｆ 

市営住宅の退去検査、募集受付及び入居契約に関すること。 Ｃ ｅ 

市営住宅の使用料及び駐車料の賦課徴収に関すること。 Ｃ ｅ 

【開発調整係】 （栗東市行政組織規則）       

都市計画法による開発許可制度の指導に基づく許可に関すること。 Ｃ ｅ 

開発事業に関する指導要綱に基づく指導及び調整に関すること。 Ｃ ｅ 

建築基準法に基づく許可、届出等の受付、経由等に関すること。 Ｃ ｅ 

道路・河川課 （栗東市行政組織規則）   

【道路・河川係】 （栗東市行政組織規則）       

道路及び河川に係る計画調整、設計施工に関すること。 Ｄ ｆ 

道路の新設改良及び維持管理に関すること。 Ｃ ｅ 

公共土木施設災害復旧事業に関すること。 A ａ 

後継プランの基盤整備に関すること。 Ｄ ｆ 

【街路係】 （栗東市行政組織規則）       

都市計画道路整備事業の実施に関すること。 Ｄ ｆ 

【管理・用地係】 （栗東市行政組織規則）       

道路法及び河川法の許認可に関すること。 Ｃ ｅ 

砂防及び急傾斜地に関すること。 Ｄ ｆ 

採石法に関すること。 Ｄ ｆ 

水防計画に関すること。 Ｄ ｆ 

市道雪寒対策に関すること。 Ｄ ｆ 

道路台帳整備、市道認定、変更及び廃止に関すること。 Ｄ ｆ 
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道路占用料の賦課徴収に関すること。 Ｃ ｅ 

法定外公共物に関すること。 Ｄ ｆ 

市道の維持管理に関すること。 B ｃ 

栗東駅前自由通路及び手原駅前自由通路に関すること。 B ｃ 

国・県事業対策課 （栗東市行政組織規則）       

【国・県事業対策係】 （栗東市行政組織規則）       

国道・県道事業の調整に関すること。 Ｄ ｆ 

国・県河川事業の調整に関すること。 Ｄ ｆ 

高速道路事業の調整に関すること。 Ｄ ｆ 

【新駅問題調整係】 （栗東市行政組織規則）       

新幹線新駅の中止に伴う課題調整に関すること。 Ｄ ｆ 

土地区画整理事業の中止に伴う課題調整、農地等管理及び補償対応に関すること。 Ｄ ｆ 

新幹線新駅建設等整備基金及び都市基盤整備事業基金に関すること。 Ｄ ｆ 

県・市新幹線新駅問題対策協議会に関すること。 Ｄ ｆ 

後継プランに係る県支援及び財政計画に関すること。 Ｄ ｆ 

【開発誘致係】 （栗東市行政組織規則）       

共同土地活用による地域のまちづくりの取組に関すること。 Ｄ ｆ 

企業立地促進の取組に関すること。 Ｄ ｆ 

立地希望企業との協議及び開発相談に関すること。 Ｃ ｅ 

企業と関係地権者との調整及び開発等に係る関係機関との調整に関すること。 Ｃ ｅ 

地域のまちづくり計画策定の支援に関すること。 Ｄ ｆ 

都市計画課 （栗東市行政組織規則）   

【計画係】 （栗東市行政組織規則）       

都市計画マスタープランの策定及び推進に関すること。 Ｄ ｆ 

都市計画に係る総合企画、調査に関すること。 Ｄ ｆ 

都市開発に関すること。 Ｄ ｆ 

市街地再開発事業に関すること。 Ｄ ｆ 

【景観・まちづくり係】 （栗東市行政組織規則）       

景観計画及び景観条例に関すること。 Ｄ ｆ 

屋外広告物に関すること。 Ｄ ｆ 

地域まちづくり及び景観まちづくりに関すること。 Ｄ ｆ 

【公園緑地係】 （栗東市行政組織規則）       

都市計画公園の事業認可、整備計画及び事業の実施に関すること。 Ｄ ｆ 

都市公園の占用許可及び使用許可に関すること。 Ｄ ｆ 

みんなの広場設置事業に関すること。 Ｄ ｆ 

児童遊園、遊具の維持管理及び補修に関すること。 Ｃ ｅ 

【区画整理係】 （栗東市行政組織規則）       

土地区画整理事業の推進計画及び事業認可に関すること。 Ｄ ｆ 

組合施行等に係る土地区画整理事業の指導に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東駅前土地区画整理事業に関すること。 Ｄ ｆ 
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（７）上下水道事業所 （水道下水道設置条例） 

業 務 名 優先度 備 考 

上下水道課 （栗東市水道事業及び公共下水道事業管理規程）       

【上下水道管理係】 （栗東市水道事業及び公共下水道事業管理規程）       

水道事業及び公共下水道事業の基本計画及び業務の総合調整に関すること。 Ｄ ｆ 

職員の身分取扱いに関すること。 Ｄ ｆ 

予算、決算及び経理に関すること。 Ｄ ｆ 

文書及び公印の管理に関すること。 B ｃ 

契約に関すること。 Ｃ ｅ 

資産の管理に関すること。（ただし、貯蔵品の管理を除く。） Ｄ ｆ 

業務統計及び業務諸報告に関すること。 Ｄ ｆ 

広報宣伝に関すること。 Ｄ ｆ 

量水器の検針及び点検に関すること。 Ｃ ｅ 

水道料金及び下水道使用料に関すること。 Ｃ ｅ 

給水契約及び休・停水に関すること。 Ｃ ｄ 

その他、他の係の所掌に属しないこと。 Ｄ ｆ 

【上下水道業務係】 （栗東市水道事業及び公共下水道事業管理規程）       

給水装置に関すること。 Ａ ｃ 

給水記録の整理、報告に関すること。 Ｄ ｆ 

貯蔵品の管理に関すること。 Ｄ ｆ 

公共下水道施設の維持管理に関すること。 Ａ ｃ 

受益者負担金に関すること。 Ｃ ｅ 

水洗便所への改造及び普及促進に関すること。 Ｄ ｆ 

排水設備工事の設計確認及び検査に関すること。 Ｃ ｅ 

栗東市指定給水装置工事事業者及び栗東市指定下水道工事店に関すること。 Ｄ ｆ 

給水装置工事主任技術者及び下水道排水設備工事責任技術者に関すること。 Ｄ ｆ 

【上下水工務係】 （栗東市水道事業及び公共下水道事業管理規程）       

水道用水の供給に関すること。 Ａ ａ 

配水計画及び水道送配水管の維持管理に関すること。 Ａ ｃ 

公共下水道計画の策定に関すること。 Ｄ ｆ 

公共下水道事業認可に関すること。 Ｄ ｆ 

流域下水道事業との連絡調整に関すること。 Ａ ｃ 

水道施設及び公共下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。 Ｄ ｆ 

給水の制限及び漏水防止に関すること。 Ｃ ｅ 

行政用無線の運用及び維持管理に関すること。 Ａ ｃ 

【浄水係】 （栗東市水道事業及び公共下水道事業管理規程）       

水道施設の維持管理に関すること。 Ａ ｂ 

水源地に関すること。 Ａ ｂ 

浄水場、配水池及び加圧ポンプ場の維持管理に関すること。 Ａ ｂ 

水質検査に関すること。 Ｂ ｄ 

その他水道施設に関すること。 Ｄ ｆ 
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（８）教育委員会 教育部 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則） 

業務名（各課事務分担によるもの） 優先度 備 考 

教育総務課 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）   

【庶務係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

教育委員会の会議及び運営に関すること。 Ｄ ｆ 

事務局、学校その他の教育機関の市費支弁職員の任免、分限、懲戒、給与及び服

務に関すること。 
Ｃ ｅ 

教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 Ｄ ｆ 

教育委員会の所管に係る予算及び経理に関すること。 Ｃ ｅ 

教育行政全般の総合調整に関すること。 Ｄ ｆ 

表彰及び儀式に関すること。 Ｄ ｆ 

公印の保管に関すること。 Ｂ ｃ 

文書の保管その他文書に関すること。 Ｃ ｅ 

教育調査及び統計に関すること。 Ｄ ｆ 

教育振興基本計画に関すること。 Ｄ ｆ 

教育広報及び渉外に関すること。 Ｄ ｆ 

教育委員会所管職員（県費負担教職員及び幼稚園教諭を除く。）の研修に関する

こと。 
Ｄ ｆ 

通学区域の設定及び変更に関すること。 Ｄ ｆ 

教育長秘書に関すること。 Ａ ｂ 

学校給食共同調理場との連絡調整に関すること。 Ｂ ｄ 

その他事務局内の他課に属さない事項に関すること。 Ｄ ｆ 

【施設係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 Ｄ ｆ 

教育財産の管理及び台帳の整備保管に関すること。 Ａ ａ 

教育施設の調査、企画及び立案に関すること。 Ｄ ｆ 

設備の充実整備に関すること。 Ｄ ｆ 

その他施設一般に関すること。 Ｄ ｆ 

教育総務課 学校給食共同調理場 （栗東市学校給食共同調理場管理運営規則）       

給食物資の購入に関すること。 Ｂ ｄ 

献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。 Ｄ ｆ 

調理に関すること。 Ｂ ｄ 

給食の輸送に関すること。 Ｂ ｄ 

施設備品の管理に関すること。 Ａ ｂ 

庶務、経理その他一般事務に関すること。 Ｄ ｆ 

学校教育課 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

【庶務係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

児童生徒の教育扶助に関すること。 Ｃ ｅ 

就学期日・就学校の指定の通知に関すること。 Ｄ ｆ 

教育振興及び教具の充実整備に関すること。 Ｄ ｆ 

学校図書に関すること。 Ｄ ｆ 
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学齢簿の編成及び保管に関すること。 Ｃ ｄ 

児童生徒善行表彰に関すること。 Ｄ ｆ 

文書の収受、保管及び課の庶務に関すること。 Ｃ ｅ 

臨時職員等の任用・服務等に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東市小中学校事務支援センターに関すること。 Ｄ ｆ 

【指導第１係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）        

教育課程及びその指導に関すること。 Ｄ ｆ 

学習効果の評価に関すること。 Ｄ ｆ 

外国籍児童生徒の就学に関すること。 Ｄ ｆ 

生徒及び児童の就学及び進路指導に関すること。 Ｄ ｆ 

各種教育に関すること。 Ｄ ｆ 

県費負担教職員の任免その他進退の内申に関すること。 Ｃ ｅ 

教職員の服務の監督及び研修に関すること。 Ｄ ｆ 

学校経営管理及び組織編成に関すること。 Ｄ ｆ 

児童生徒数推計に関すること。 Ｄ ｆ 

学校協議会に関すること。 Ｄ ｆ 

教職員の健康管理に関すること。 Ｃ ｅ 

校長会及び教頭会に関すること。 Ｄ ｆ 

【指導第２係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）   

生徒指導に関すること。 Ｃ ｅ 

児童生徒支援に関すること。 Ｃ ｅ 

特別支援教育に関すること。 Ｄ ｆ 

奨学金制度に関すること。 Ｃ ｅ 

児童虐待対応に関すること。 Ａ ｃ 

月例報告に関すること。 Ｄ ｆ 

個人情報保護に関すること。 Ａ ｃ 

子ども発達支援課その他関係機関との連携に関すること。 Ｃ ｅ 

就学義務の監督及び出席停止に関すること。 Ｃ ｅ 

教科書採択・教材の届出・承認に関すること。 Ｄ ｆ 

【幼稚園係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

教育課程及びその指導に関すること。 Ｄ ｆ 

幼稚園経営管理及び運営の指導に関すること。 Ｄ ｆ 

幼稚園教諭の研修に関すること。 Ｄ ｆ 

各幼稚園の連絡調整に関すること。 Ｃ ｄ 

就学前における人権・同和教育の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

その他幼稚園教育の指導に関すること。 Ｄ ｆ 

保育料に関すること。 Ｃ ｅ 

【学校保健係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

教職員の福利厚生に関すること。 Ｃ ｅ 

学校の保健及び安全に関すること。 Ａ ｃ 

環境衛生及び学校給食に関すること。 Ｂ ｄ 
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修学時健康診断・心臓精密検査に関すること。 Ｂ ｄ 

医療費補助及び日本スポーツ振興センターに関すること。 Ｂ ｄ 

【人権・同和教育指導係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

学校、園人権・同和教育推進に関すること。 Ｄ ｆ 

教職員の研修に関すること。 Ｄ ｆ 

進路保障に関すること。 Ｄ ｆ 

関係機関との連携に関すること。 Ｄ ｆ 

学校における差別事件（事象）の調査及び指導啓発に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東市人権教育研究大会に関すること。 Ｄ ｆ 

【児童生徒支援室】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

児童生徒支援室事業の総括に関すること。 Ｃ ｅ 

児童生徒支援室事業の庶務に関すること。 Ｄ ｆ 

相談員の任用・服務等に関すること。 Ｃ ｅ 

子ども成長支援教室の運営・総括に関すること。 Ｄ ｆ 

教育相談室の運営・総括に関すること。 Ｂ ｄ 

他機関との連携に関すること。 Ｃ ｅ 

保護者からの教育相談に関すること。 Ｃ ｅ 

広報活動に関すること。 Ｄ ｆ 

人権教育課 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

【人権教育指導係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

「人権教育のための世界計画」の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

人権教育地域ネット事業に関すること。 Ｄ ｆ 

人権教育総合推進地域事業に関すること。 Ｄ ｆ 

【社会同和教育指導係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

社会同和教育の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

人権・同和教育の総合企画、立案、進行管理及び助言に関すること。 Ｄ ｆ 

人権・同和教育に関する情報紙誌、資料等に関すること。 Ｄ ｆ 

課の庶務、文書収受、予算執行に関すること。 Ｃ ｄ 

差別事件（事象）の調査、指導啓発に関すること。 Ｄ ｆ 

関係団体による人権・同和教育の住民啓発活動に係る振興及び援助に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東市社会同和教育啓発講師団に関すること。 Ｄ ｆ 

【同和教育指導係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

人権・同和教育の総合企画、立案、進行管理及び指導助言に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東市同和教育推進委員会に関すること。 Ｄ ｆ 

対象地域及び周辺地域の教育活動及び文化振興に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東市就修学奨励資金に関すること。 Ｃ ｅ 

市修学奨励助成金給付に関すること。 Ｃ ｅ 

【就学前人権教育主任】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

就学前同和教育の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

生涯学習課 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

【生涯学習推進係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       
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生涯学習に係る施策の企画及び調整に関すること。 Ｄ ｆ 

生涯学習都市宣言の振興に関すること。 Ｄ ｆ 

生涯学習及び社会教育の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

市民憲章の普及及び推進に関すること。 Ｄ ｆ 

社会教育委員に関すること。 Ｄ ｆ 

自然観察の森との連絡調整に関すること。 Ｂ ｄ 

学習支援センターの維持管理に関すること。 Ａ ｂ 

社会教育関係団体の活動支援に関すること。 Ｄ ｆ 

社会教育における人権同和学習の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

【青少年教育係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

青少年教育に係る施策の企画及び調整に関すること。 Ｄ ｆ 

少年問題協議会に関すること。 Ｄ ｆ 

社会を明るくする運動に関すること。 Ｄ ｆ 

子ども読書活動推進計画に関すること。 Ｄ ｆ 

成人式に関すること。 Ｃ ｅ 

自然体験学習センターに関すること。 Ｃ ｅ 

少年センターとの連絡調整に関すること。 Ｂ ｄ 

青少年関係団体の育成及び指導に関すること。 Ｄ ｆ 

青少年における人権同和学習の推進に関すること。 Ｄ ｆ 

生涯学習課 自然観察の森（栗東自然観察の森設置及び管理に関する条例）       

【所掌事務】 （栗東自然観察の森管理運営に関する規則）       

施設設備の維持管理に関すること。 Ａ ｃ 

観察指導に関すること。 Ｄ ｆ 

広報、公聴に関すること。 Ｄ ｆ 

施設の環境管理に関すること。 Ｃ ｅ 

自然環境の調査及び研究に関すること。 Ｄ ｆ 

自然観察会、特別展示等事業計画に関すること。 Ｄ ｆ 

関係諸機関との連絡調整に関すること。 Ｄ ｆ 

自然保護活動の育成及び指導に関すること。 Ｄ ｆ 

運営委員会に関すること。 Ｄ ｆ 

自然観察の森の庶務に関すること。 Ｄ ｆ 

その他自然観察の森の管理運営に関すること。 Ｃ ｅ 

生涯学習課 少年センター （栗東少年ｾﾝﾀｰ設置条例）       

【分掌事務】 （栗東市少年ｾﾝﾀｰ設置条例施行規則）       

条例第 3 条に掲げる事業の企画運営に関すること。 Ｄ ｆ 

公印の保管に関すること。 Ｂ ｃ 

一般庶務に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東市少年補導委員に関すること。 Ｃ ｅ 

少年センター運営会議に関すること。 Ｄ ｆ 

その他少年センターの管理運営に関すること。 Ａ ｃ 

スポーツ・文化振興課 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       
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【文化財保護係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

文化財の保護に関すること。 Ｄ ｆ 

文化財審議会に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東市文化財指定に関すること。 Ｄ ｆ 

文化財の啓発・保存及び活用に関すること。 Ｄ ｆ 

文化財の調査に関すること。 Ｄ ｆ 

埋蔵文化財発掘調査に関すること。 Ｄ ｆ 

公益財団法人栗東市体育協会との連絡調整に関すること。 Ｃ ｅ 

出土文化財センターとの連絡調整に関すること。 Ｃ ｅ 

発掘調査の成果公開に関すること。 Ｄ ｆ 

その他文化財一般事務に関すること。 Ｄ ｆ 

【スポーツ・文化振興係】 （栗東市教育委員会の事務局の組織に関する規則）       

指定管理に関すること。 Ｃ ｅ 

文化賞表彰に関すること。 Ｄ ｆ 

芸術文化会館さきら指定管理者への指導及び連絡調整に関すること。 Ｃ ｅ 

文化芸術振興（基本計画）に関すること。 Ｄ ｆ 

文化芸術振興実施計画に関すること。 Ｄ ｆ 

各種文化活動の奨励に関すること。 Ｄ ｆ 

芸術文化団体の振興及び支援育成に関すること。 Ｄ ｆ 

文化施設の整備及び管理運営に関すること。 Ｄ ｆ 

栗東市美術展の実施に関すること。 Ｄ ｆ 

その他文化振興一般事務に関すること。 Ｄ ｆ 

スポーツ賞表彰に関すること。 Ｄ ｆ 

スポーツ振興（基本計画）に関すること。 Ｄ ｆ 

社会体育施設指定管理者への指導及び連絡調整に関すること。 Ｃ ｅ 

体育施設の整備及び管理運営に関すること。 Ｃ ｅ 

スポーツ推進委員に関すること。 Ｄ ｆ 

体育関係団体の指導育成に関すること。 Ｄ ｆ 

学校体育施設の開放に関すること。 Ｄ ｆ 

総合型スポーツクラブに関すること。 Ｄ ｆ 

その他スポーツ振興一般事務に関すること。 Ｄ ｆ 

スポーツ・文化振興課 歴史民族博物館 （栗東歴史民族博物館条例）   

【管理係】 （栗東歴史民族博物館管理運営規則）       

公印の保管に関すること。 Ｂ ｃ 

文書の収発及び保存に関すること。 Ｃ ｅ 

庶務に関すること。 Ｃ ｅ 

施設及び設備の維持管理に関すること。 Ａ ｃ 

栗東歴史民族博物館協議会に関すること。 Ｄ ｆ 

その他学芸係りの所掌に属さない事項に関すること。 Ｄ ｆ 

【学芸係】 （栗東歴史民族博物館管理運営規則）   

第２条掲げる事項のうち、学芸に関すること。 Ｄ ｆ 
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その他博物館の事業についての専門的事項に関すること。 Ｄ ｆ 

図書館・栗東西図書館 （栗東市立図書館設置条例）       

【整理係】 （栗東市立図書館管理運営規則）       

公印の保管に関すること。 Ｂ ｃ 

建物及び物品の維持管理に関すること。 Ａ ｃ 

図書館の広報に関すること。 Ｄ ｆ 

関係諸機関との連絡及び調整に関すること。 Ｄ ｆ 

購入図書に関すること。 Ｄ ｆ 

逐次刊行物購入に関すること。 Ｃ ｅ 

寄贈、寄託資料に関すること。 Ｄ ｆ 

廃棄図書に関すること。 Ｄ ｆ 

資料の保管に関すること。 Ｄ ｆ 

書庫の維持管理に関すること。 Ｄ ｆ 

電算機の入力に関すること。 Ｂ ｄ 

目録作成に関すること。 Ｄ ｆ 

図書館協議会に関すること。 Ｄ ｆ 

図書館の庶務に関すること。 Ｄ ｆ 

【奉仕係】 （栗東市立図書館管理運営規則）   

一般成人の貸出業務に関すること。 Ｃ ｅ 

調査・相談業務に関すること。 Ｄ ｆ 

児童資料の貸出業務に関すること。 Ｃ ｅ 

児童資料の調査･相談業務に関すること。 Ｄ ｆ 

身障者・老人サービスに関すること。 Ｄ ｆ 

図書館資料の図書館間相互貸借に関すること。 Ｃ ｅ 

地域の文庫活動に関すること。 Ｄ ｆ 

読書会、研究会、講演会、映写会、資料展示会等の主催及び省令に関すること。 Ｄ ｆ 
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●農業委員　【定数１４人】…被推薦者又は応募者の合計は、１４人でした。 ●農地利用最適化推進委員　【定数計７人】

氏　　　名 公募状況 備　　　考 第１区（金勝地域）　【定数３人】

武村　秀夫 団体推薦 認定農業者（個人） 公募者数 氏　　　名 公募状況

家城　繁雄 団体推薦 認定農業者に準ずる者 谷口　彰 団体推薦

林　久 団体推薦 竹村　明 団体推薦

駒井　英祐 団体推薦 認定農業者（個人） 片岡　兵藏 個人推薦

山本　益造 応募兼団体推薦 認定農業者に準ずる者 第２区（葉山地域）　【定数２人】

中井　栄夫 応募 認定農業者（個人） 公募者数 氏　　　名 公募状況

中島　豊勝 個人推薦 認定農業者（個人） 武村　一 個人推薦

林　正和 団体推薦 認定農業者（法人） 小山　邦一 団体推薦

谷口　敏彦 団体推薦 認定農業者（法人） 第３区（治田地域）　【定数１人】

松村　勉 応募兼団体推薦 認定農業者（個人） 公募者数 氏　　　名 公募状況

中村　三男 団体推薦 被推薦者１人 木嶋　信雄 団体推薦

林　悦子 団体推薦 認定農業者に準ずる者 第４区（大宝地域）　【定数１人】

佐野　守 団体推薦 認定農業者（個人） 公募者数 氏　　　名 公募状況

中井　あけみ 団体推薦 中立委員 応募者１人 杉田　聰司 応募

○農業委員会等に関する法律第８条第５項の規定に基づき、認定農業者（個
人・法人の役員又は使用人）が委員の過半を占めなけらばならない。
⇒委員に推薦又は応募があった認定農業者は８人あり過半要件に達していま
す。また、認定農業者に準ずる者の推薦又は応募も、３人ありました。

○同条第６項の規定により、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係
の含まれない者を任命しなければならない。
⇒中立委員に１人の推薦がありました。

○農業委員会等に関する法律第１７条第２項の規定に基づき、
農業委員会が農地利用最適化推進委員の担当区域を設け、区
域毎に定数を設け公募しました。

総合調整会議資料

環境経済部　農林課  、 農業委員会事務局

新たな栗東市農業委員会の委員等の公募結果について

　新たな本市農業委員会の委員の任命等への準備に伴い、平成２９年２月７日から同年３月７日にかけ農業委員会の委員等の公募を実施した結
果、下記の者の推薦又は応募がありました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名簿は受付順）

被推薦者３人

被推薦者２人
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